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議 事 日 程 

令和４年３月２２日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  日程に入る前に町長より発言を求められ

ておりますので、これを許します。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆様、おはようございます。 

  過日、私の体調不良によりまして、重要

な定例会議の日程、欠席をさせていただき

ました。そして新たに日程の調整もいただ

きまして本当に申し訳ございませんでした。

２月の２５日からちょっと血圧の上昇等が

ありまして、体調不良でございましたけれ

ども、３月の８日、発熱を伴っておりまし

たので慌ててＰＣＲ検査を受けさせていた

だきまして、陰性であったというところで

ございます。残された検査はまだまだござ

いますけれども、処方された薬によりまし

て万全を期して元気になっておりますので、

本日どうぞよろしくお願い申し上げます。

改めまして、先日、お休みをさせていただ

いたということをおわび申し上げます。あ

りがとうございます。 

○議長（管野英美子君） 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分とします。 

  秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  おはようございます。 

  議長より指名いただきましたので一般質

問させていただきます。 

  まず、町と議会の連名でプーチン大統領

に抗議文を送らせていただきました。民間

住宅から一般病院、学校施設、それから原

発施設まで攻撃するロシアのウクライナ攻

撃、これはどんな理屈、理由をつけても許

されるものではないと思います。私自身、

ウクライナの人たちに向けて何ができるか、

やっぱり真摯に自分と向き合っていきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  では質問に入らせていただきます。町長

におかれましてはどうぞお体大事になさっ

てください。私もできる限り簡潔な質問を

させていただきますので簡単明瞭な答弁の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

  まず最初に新型コロナの件で質問させて

いただきます。 

  新型コロナの感染症は、昨年１２月、デ

ルタ株からオミクロン株へと変わり、瞬く

間に本当に第５波のコロナの感染者数を超

えてきました。町におかれまして第３回目

のワクチン接種、また教育委員会におかれ

ましては休校、休園、学校閉鎖が相次ぐ中

で、保健所に代わって生徒児童の濃厚接触

者の対応等、心血を注いでいただきまして

心よりお礼を申し上げます。 

  まず豊能町の現在の自宅療養されてる方

ですね。これ何人いらっしゃるのか。最高

多いときでこの１か月、２か月、３か月間

ですね。何人いらしたか。まずお尋ねさせ

ていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 
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  秋元議員の御質問につきまして、豊能町

の自宅療養者数、保健所から人数を聞いて

おります。３月１９日現在で７３名でござ

います。こちらで把握してる人数、その人

数が一番多かったかどうかちょっと確認で

きてないんですけど、一番多いと思われる

のは２月の１９日現在で１４４名、このと

きがこちらのほうの今、私どもが把握して

おりますピークかと思っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  大阪府は自宅療養者の不安を軽くするた

めに自宅療養者支援サイトを立ち上げ、

様々な案内をしております。豊能のホーム

ページからもアクセスできますけれども、

その支援の中に配食サービスがございます。

この配食サービスに関する問い合わせだけ

で府内設置の９の保健所には多いときには

１日７００件、中には電話のつながらない

保健所もあったようです。豊能町に、要す

るに保健所に連絡つかないので何とかして

ほしいといった、こういった生活支援、特

に配食サービスに対しての問い合わせ、相

談事っていうのはこれまでありましたでし

ょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  おはようございます。 

  大阪府の配食サービスが行われておりま

して、それに関する問い合わせ、これのこ

ちらのほうではあまりは受けておりません。

実際のところ第６波の感染拡大に伴いまし

て保健所の対応が追いつかずに保健福祉セ

ンターのほうにお問い合わせも増えておる

のが実情でございます。具体的には連絡が

つかないと、保健所に連絡がつかないとい

うことや、ＰＣＲ検査のどうやって受ける

のかとか、濃厚接触者の定義等のお問い合

わせがありまして、その都度私どもが大阪

府のホームページとか通知を見させていた

だいてお答えできる範囲でお答えさせてい

ただいているような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  コロナ対策の一つとして、町に、いつど

の部署にどのような内容の問い合わせがあ

ったか、それに対してどのような対応をし

たかというふうな情報を集約していく必要

があると思うんですね。そういった問い合

わせが入るつどそういった集約ができてい

るのかどうかなっていうのはちょっと、体

制作りですね、できているのかどうか、ち

ょっと私自身は気になっていたんですが、

今のお答えを聞く限りではある程度そうい

った集約的なもの、１日何件どのようなお

問い合わせがあって、それに対して町がど

のような対応をしたかという体制作りがで

きているような感覚を受けましたけども、

これはいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  お答えさせていただきます。 

  お問い合わせのあったということは逐一

記録はしておるところではあるんですけれ

ども、具体的に何件とかそういった集計を

置くような状態には至ってないというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 
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○１０番（秋元美智子君） 

  私自身はいろいろな形でそういった問い

合わせ、相談事、各部署に散らばっている

ものを一つにまとめてこそ住民が何を望ん

でいるのか、どんな対応をしていったらい

いかというふうな次の手立てができると思

ってますので、これは今後考えていただき

たいと思います。 

  それで９月議会に町として自宅療養者、

その家族の心の拠り所となる相談窓口を設

置する必要があるんじゃないかというふう

な提案させていただきました。このときに

御答弁は、個人からのＳＯＳについては例

えば民生委員や包括支援センターなどでど

のように受け取ることができるか、受け取

った場合どうしたらいいか検討していると

いうふうな御答弁をいただいていたかと思

います。これにつきましてはその後検討し

ていただけましたでしょうか。相談窓口の

設置です。ある程度町のほうは受けてらっ

しゃると思いますけど、そういう位置づけ

として対応はできていらっしゃるかどうか

お尋ねいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  お答えさせていただきます。 

  総合的な相談窓口の設置というのはちょ

っと実施には至っておりません。今のとこ

ろは個別の相談に対して対応させていただ

いているような状況でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ここ最近は感染者大分減ってきています

ね。ただいろいろな報道を見ている限りで

は次の第７波がどんな形で、今、韓国もす

ごいことになってます。それで、それはま

た十分に考えられることですので、職員の

方々はほかの業務があってお忙しいかと思

いますけれども、隣の箕面市のほうでは自

宅療養者の方にマスクや使い捨て手袋とか

除菌シートなど感染予防生活用品が入った

支援バッグを希望者に無料で配布しており

ます。住民の生命に関わることですので、

先ほどの提案させていただきましたように、

相談内容の記録の集約化、それから窓口の

設置ですね。多分豊能町はこじんまりとし

た町ですから保健センターに行くかと思い

ますけれども、やはりそういった体制作り

をきちっとしていただきたいと思いますの

で、これは要望としてこの質問を終わらせ

ていただきます。 

  次に赤ちゃんの駅の進捗状況についてお

尋ねいたします。 

  赤ちゃんの駅は幼児連れの方が外出中、

気軽に授乳やオムツ替えができるスペース

のことで、聞くところ２００６年に東京板

橋区が保健師の提案を求めて始めたようで

す。当時はなかなか民間施設、事業所の協

力が得られなかったようですけど、今は埼

玉だけで6,２００か所ぐらいはいってると

思います。それぐらい広がっていますけれ

ども、豊能町も赤ちゃんの駅に向けて予算

を可決してますが、その後の進捗状況がな

かなか見えなかったので今回一般質問へ入

れさせていただきました。お尋ねいたしま

すけど、町は昨年の７月１日より本年１月

３１日をもって終了するまでの７か月間、

町内の民間業者から令和４年２月末日まで

に赤ちゃんの駅の設置工事が完了すること

を条件に補助金申請を受けてきたかと思い

ます。実際もうそれ閉め切ってますのでこ

れまで何件ぐらい申請があったかまずお尋

ねいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 
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  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  おはようございます。松本でございます。 

  赤ちゃんの駅の進捗状況についてのお尋

ねでございます。この赤ちゃんの駅事業に

つきましては、町内、子育てしやすいまち

づくり事業の一環として進めているところ

でございます。令和４年の２月末現在で登

録予定の指定数は７か所、民間施設が５か

所、公共施設では２か所の設置を予定して

おりまして、２月末で締切、今、調整を進

めているところでございます。赤ちゃんの

駅としての必要な環境が整えられましたら

４月より実施ということでホームページ等

で周知のほうをしていく、そのような進み

具合でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  それは分かりました。私としては早くか

ら、７月の１日からもう募集してましたし、

しかもその条件が２月の末までに工事が完

了っていうふうになってましたので、早い

段階からその対応はできていた施設があっ

たんじゃないかと、そういった施設から順

次開始できるようにしてほしかったなとい

うふうには思います。それで、それはそれ

として、ここまできてますので先よろしく

お願いしたいと思いますが、最近子連れの

男性がオムツを替えたりミルクをあげるこ

とが多くなってきてますけども、この母乳

をあげてる女性と男性が、よその男性がド

ッキングするというのはあんまりよくない

し、こういったことが問題になってますの

で、この７か所のスペース、男女それぞれ

のスペースが用意されてるのか、あるいは

パーテーションで区切るとか授乳用ケープ

を用意するとか、いろいろな対策があるか

と思いますけれども、７か所全て男女とも

利用できる、別々に利用できるようになっ

ているのかどうか、これについて、それと

その目印的なものですね。ステッカーとか

そういったことで簡単に見分けられるのか、

その辺りの対応をお聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  利用対象者に関しましては乳幼児及びそ

の保護者としておりますので、乳幼児連れ

の保護者であれば男性の方も御利用してい

ただくことができます。現在設置いただい

ているところを見ますと、それぞれ１ブー

スしか設けておりませんので、男性・女性

の保護者の方が御一緒に入るという場合は、

ファミリー全員で入られるという場合はあ

るかと思いますけれども、ブースが一つと

いうことですので男性と女性が御一緒に御

利用になられるということはないと考えて

おります。また赤ちゃんの駅については登

録施設に目印になるようなステッカーを掲

示し、利用者が気軽に立ち寄っていただけ

るような工夫をしているというところでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  事業所的にはスペースの問題があるので

無理は言いませんけれども、今のお話です

と御夫婦で家族連れだったら１か所に入れ

ますと。だけどもほかの家族で男性・女性

がいた場合はちょっと待っていただくよう

な、そういった対応っていうことで理解さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 
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  各施設の事業者の方とお話ししたところ、

もともとにそのブースを備えるような施設

ではなかったため工夫をして、仕切りをカ

ーテンでするなどということでまずは進め

ていきたいということで進められている事

業所が多いというところでございます。ま

たそのそれぞれの民間でいいますと受けて

いただいているところが池田泉州銀行とき

わ台支店、それから祥雲館、それから大学

堂、それからかめの家、それからレイドバ

ック、この５団体なんですけれども、お話

を伺っているところ全て柔軟に対応したい

というような御意見をいただいております

ので、例えば２組来られたとかいろいろな

ことがあったとしてもコミュニケーション

の中でうまく進めていただけるのではない

かなと、そのように感じております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  それは赤ちゃん、幼児中心にいろいろな

人間の輪が広がっていくことも願っていま

す。それで豊能町の赤ちゃんの駅の事業の

実施要綱を読ませていただきますと、その

第３条で赤ちゃんの駅登録対象施設として

六つの基準を求めてますね。その中にミル

ク用のお湯の定義については触れてません。

他市の要綱を読ませていただきますと、厚

生省のガイドラインに沿って７０度以上に

保ったものを使用する。沸騰後３０分以上

経過したお湯は７０度以下になるため使用

しないとはっきりうたってますね。私はこ

の豊能町もこの厚生省のガイドラインを１

文加筆する必要があるんじゃないかなとい

うふうには思ってますが、いかがでしょう

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  赤ちゃんの駅の要綱の中に定めていない

んですが、今回補助金を申請いただく団体

につきましては授乳をできるスペース、そ

して電子レンジが備えられている、それか

らポットがない場合はお湯の提供、飲食店

なんかはお湯の提供がその場でできると思

いますので、いろいろなことに配慮ができ

ることというふうに付け加えさせていただ

いております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  それに対してはよその自治体もそうなっ

てます。ただ、そのようにさらに加えて、

今読ませていただきますと、７０度以下に

なるため使用しないと、できないと、そこ

まで書いてるんですね。ですからそういっ

た徹底していくことが大事じゃないかなと

いうことで、今、質問させていただきまし

た。今おっしゃったように電子レンジです

とかポットということは私も読ませていた

だいてますので、その上に加えてポットの

お湯は３０分以上たったらいけませんよと

か、そういったことをする必要があるんじ

ゃないかというふうな質問ですのでよろし

く御答弁お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼します。今後進めていく中で御指摘

のありました点等いろいろなものは検討し

て書き加えていきたいとこのように考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  よろしくお願いします。 
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  ２項目めの公共施設再編計画に入らせて

いただきます。 

  まず右近の郷についてですけども、これ

は確認だけです。使用できなくなった理由

につきましては十分、学校施設でなくなっ

て不特定多数の方が利用するようになって

法的に厳しくなったと。分かりました。今

後、旧校舎と体育館の再活用については農

林商工課が責任持って様々な角度から検討

し、１年後にその具体案を出したいと。な

おかつ公共施設再編計画に組み入れないと

伺ってますが、これで間違いないでしょう

か。もうこれは確認ですのではいいいえだ

けで結構です。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。坂田です。それで

はお答えいたします。 

  ちょっと、はいいいえではなかなか言え

ないところがありますので若干だけ触れさ

せていただきますけども、１年後に検討す

るというわけではございませんで、もう検

討のほうには入っておりまして、地元のほ

うにも今週には出しておりますので協議は

進めております。進めていく予定になって

おりますので、まとまり次第、来年度補正

予算等で対応できればと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  １年後に検討を始めるというふうに言っ

たつもりはなかったんですけど。申し訳な

いです。私もちょっと言葉足らずで。よろ

しくお願いしたいと思います。それでこの

１年間、１年後は期待しますけども、コミ

ュニティセンター、右近の郷ですね。これ

は幼稚園や校庭もありますけども、ここも

要するに公共施設再編計画の対象から外れ

るのかどうか。その確認をさせてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  おはようございます。 

  高山コミュニティセンター右近の郷につ

きましては公共施設の再編対象施設ではご

ざいますけれども、先ほど申し上げたとお

り建築基準法等の基準を満たしていないと

いうことでございますので、この施設全体

ごとを今回につきましては公共施設の再編

検討委員会での議論と切り離しまして個別

で議論検討するということで考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ちょっと旧校舎も体育館も、確かに多く

の人たちを呼び込むための活動拠点だった

だけにちょっと厳しい１年間かなと思いま

す。この後、町の高山右近生誕の地、豊能

町の活性化に向けてどのような施策を考え

てますかっていう質問を上げてますけども、

これはちょっと時間がないので送らせてい

ただきます。 

  次の質問に入らせていただきます。 

  公共施設再編計画に関連するんですけど、

町長、中央公民館については平成３１年３

月の所信表明の中で道の駅を白紙にする理

由の一つとして、国保診療所、中央公民館

などは公共施設をつぶす問題を取り上げて

ますね。ということはこの先、国保診療所、

中央公民館ともに施設の改修をしながらで

も存続させていくことかなというふうに私

は理解してるんですが、このときのつぶさ

ないと言った、あそこをつぶさないと言っ
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た意味がちょっと分からないんですね。で

すが大規模改修しながらも続けていくおつ

もりだったのか、そういうおつもりなのか。

要するにあそことのことは反対して道の駅

反対された訳ですから、その辺りのお考え

が変わってるか変わってないかだけお尋ね

します。ちょっと質問まずいかな。要する

に国保診療所、中央公民館は公共施設をつ

ぶす問題を取り上げて道の駅に反対されて

ます。あそこを道の駅の敷地にすることに。

ということは私自身は両方、この二つとい

うのは町として未来永劫大規模改修しなが

らでも続けていく施設っていうふうに受け

取ってますけれども、この辺りのお考えを

お聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、秋元議員からの御質問でございます

けれども、道の駅をいわゆる白紙撤回をさ

せていただいたというのは、道の駅の採算

性でありますとか、それから実際の運営で

あるとか、そういうところで、そのときに

出てまいりましたのがいわゆる国保診療所、

そして中央公民館も含めた状態でプロポー

ザルを受けてるという状態でございました。

東地区について国保診療所というのは非常

に重要な拠点であります。それから公民館

というのも非常に重要であるというところ

でございますので、それらの方向性が示さ

れてない状態であればこれは反対せざるを

得ないということで反対をさせていただき

ました。今回、公共施設再編計画の中で今

の老朽化をするもの、それから今後の活用

について公共施設再編計画の中で御議論を

いただいておりますので、その内容に従っ

て提案を受けて総合的に判断してまいりた

いというように思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  施設をつぶすっていうことと施設の機能

をなくすってことは話が違うと思うんです

ね。ですから当然あそこの公民館をあの施

設をつぶすならば、じゃあその機能をどこ

にもっていくかというのは町として当然あ

るべき議論です。議会ももちろんすべき議

論です。診療所も同じです。ですから機能

をなくす話じゃなくてあの施設をどうする

かなんです、私がお聞きしてるのは。分か

っていただけますか。この施設をどうされ

ますか。今、再編計画まで待ちますという

お話ですけど、この公共施設再編計画、中

間報告出てますけども、１３ページで令和

８年度以降の東能勢小学校跡地に耐震化が

できてない中央公民館、永寿荘、郷土資料

館の三つの施設を移転し小学校施設を転用

する案も検討したらどうかというふうな報

告が出てますね。ここに出てます。そうい

った形で出ているならば、じゃああの人た

ちは別に、国保診療所は別ですよ、中央公

民館がなくなってもそういう計画があるな

らばあの施設は有効利用できるというふう

な頭に私自身は発想していくんですけど、

これでよろしいですか。町が今後どうする

かは別として。その意味で聞いてるんです

ね。こういった案が出てるときどんな扱い

になるのかなと。町長はかたや公共施設を

つぶすことを問題視、だったらこっちのほ

うで移転して使ったらいいかというふうな

今は議論してるわけですから、この扱いは

今後、町としてどのようになるか、そうい

った意味で質問させていただきますので、

別に町長は古い施設を何が何でも残すとい

うような発想ではないというふうな、その

ことだけ確認させていただきます。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  豊能町の財政状況を考えたときに有効な

利用が可能で、さらに有効的な内容のもの

であればそれはもう徹底して活用していか

ないといけないと思います。耐震化をして

いないというような施設のものについては

抜本的に見直さないといけない。そのとき

に機能の移転でありますとか、そういう部

分は今、公共施設再編計画の中で御検討を

いただいて、さらにそれらを交えた状態で

総合的に判断したいということでございま

すので、何が何でも利用をしていくという

ことではないということで、柔軟に対応を

していかなければならないと思っておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  この中間報告の１４ページですね。今後

具体的にどの施設を整備更新、どの施設を

廃止縮小していくかは町の責任において判

断すべき事項となりますと書かれてますね。

御存じかと思いますが。であるならば、今、

町としてこの施設は残さない、この施設は

残していくというふうなある程度のそうい

ったお話っていうのはできてますか。お尋

ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  今年の１月に中間報告書というのを公共

施設再編検討委員会のほうから提出しまし

て、これを受けまして今後、庁内ＰＴでご

ざいますとか当然この再編検討委員会の中

で議論を進め重ねていくということでござ

います。一応最終的には令和５年の１月を

目途に最終報告書のほうを町長のほうに答

申を予定しているということでございます

が、もちろんそれまでには当然一定の住民

との合意形成、そういうのも必要になって

まいるという部分もございますので、一定

の段階ではいわゆるたたき台といいますか、

施設の方向性の在り方、そういうのを出し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  私がお伺いしてますのは、今たたき台と

してできてますかという質問だったんです

ね。まだできてないという理解でよろしい

ですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  失礼しました。たたき台につきましては、

まだ今現在、形というものはございません。

これは来年度早々から検討してまいりたい、

そのように考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ここに、平成２９年３月、豊能町がまと

めました、豊能町公共施設等総合管理計画

というのがあります。これを読ませていた

だきますと非常にしっかりとした内容です。

各施設のことが網羅されてます。その面積

ですとか、いつ建てられた、それから当然、

耐震化の現状、学校施設として園児・児

童・生徒数の推移、クラス、文化施設の利

用者の推移からしっかりここに書かれてま

す。これというのは町の職員が作られたの

か、専門家が作られたのか、もし当時のこ

とで分かってる方がいらしたらお答え願い

たいと思います。お答えできたらお願いし
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ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  公共施設等管理計画につきましては職員

のほうで作成しております。もちろん総務

省のソフトというのがありまして、グラフ

であるとかはそのソフトを利用しましたが、

職員のほうで作成しております。ただ、公

共施設等管理計画につきましては、施設の

大まかな方向性というのは決まっておるん

ですけれども、具体的に例えばこの施設を

こうするとかっていうそういった具体的な

方向性については、この計画の中では触れ

られておりません。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  これは管理計画ですが、確かにその再編

的なことは書いてません。ですけども、こ

の施設の在り方とか留意点ですとか、非常

に詳しく書いてますね。御存じですね。な

おかつこの資料の９ページですね。要する

に公共施設等総合管理計画の９ページのと

ころに、今後４０年間、更新費用総額３６

３億円6,０００万円。１年当たりの負担額

は９億円との一文がございます。これは、

これとそっくり同じ文章が、今ある、こち

らの豊能町公共施設再編計画に関する中間

報告に出てきます。ということは、これを、

さっき言いましたたたき台を、管理計画を

たたき台に今の議論が進んでいるわけです

ね。まずその確認させていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  先ほどの公共施設の中間計画、中間報告

書のほうに、先ほどの公共施設の管理計画

を当然念頭に置いた上で、この中間報告書

の作成を行っておりますので、当然その管

理計画をベースにして今後議論してまいる

と、そういうことでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  さっきたたき台できてますかって聞いた

けど、ここにある程度のたたき台ができて

て、なぜここにのんびりやってるのかなと。

専門の方に、ここのプラス何を期待、もち

ろん専門家は専門家ですからその人たちが

どうこうじゃなくて、町としてなぜ自分た

ちの手で進められていかないのか。いかれ

ないものなんですか、これは。再編計画と

いうのは。例えばさっき聞きましたように

どの施設を残す。この施設はもう無理、今

までやってきましたよ一般に。水道施設や

ら、ちょっとメモしてませんけども、いろ

いろなものを豊能町は、もうここの機能は

終わった、この役目は終わったというとき

に閉鎖して、要するに新しい転換、売った

り何かしながらやってきました。そういう

ことは、なぜここのところでいまだに、そ

のどの施設を残すかのたたき台もできてい

ないのか不思議でならないんです。これに

ついてはいかがお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  先ほど御指摘のとおり、管理計画という

のはございますが、これはあくまでも施設

の状況ですから、今後のその在り方という

ところまでは論及されていないという部分

はございます。ただ、公共施設のこういう

在り方、その再編であるとか統合であると

か施設移譲を行っていくかと、そういうこ
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とはその行政サービス、施設における行政

サービスという点でいくと住民生活に多く

の影響を及ぼすということが考えられます。

そのため住民の方々の十分な御理解を得る

必要があるというふうに考えております。

そのため、いきなりですけども町の内部で

方針を決定して、いきなり住民の方に向け

て発信をするということは考えておりませ

ん。そのため丁寧に議論をしていくという

ことで十分な検討をしていく上で先ほど申

し上げたようなたたき台というものを提示

していって、その上で例えば住民ワークシ

ョップでありますとかそういうこと、あと

外部有識者の検討委員会であるとかそうい

う点で十分手続を踏んだ上で最終的に最終

報告書として取りまとめてまいりたいと、

そのように考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  今のお答えはお答えで頭の中に入れて、

西地区のこども園について先に入らせてい

ただきます。この１月、子育て審議会の提

言書が出されました。この提言書で大きく

四つ上げてますけども、柱として。その四

つ目として、開設場所は保幼小中一貫校の

流れから西地区で編成される小中学校、つ

まり吉川中学校のそばが望ましいというふ

うに書かれてます。ただこれは私、非常に

まずいなと思って６月議会に質問させてい

ただきましたけども、町長はその前に当初

から光風台小学校に民営化によりパークア

ンドライド型保幼連携型認定こども園を開

設しますとはっきりうたってるんですね。

こういうふうにうたっていらっしゃいなが

ら審議会に要するに諮問されるということ

は、どっちつかずのまずいことになります

よと。だから町長、一遍このお考えを白紙

にして諮問されるか、あるいは光風台小学

校を前提に考えてくださいとするか、どち

らかにしたほうがいいですよということを

６月議会に申し上げました。結局そのまま

いきまして、吉川中学校に隣接する場所が

ふさわしいというふうな提言が出されまし

た。どう考えてもあそこは光風台小学校か

ら２キロ近く離れてますね。隣接する場所

とは言いがたいです。今後これどのように

していくのかなって正直思ってますので、

町のお考えをお聞かせください。要は光風

台小学校のまま進まれるのか、それとも中

学校に隣接する場所として新たな場所を考

えられるのかどちらですかっていう質問で

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  今後どこに認定こども園の新しいのを作

るかということなんですけど、まず認定こ

ども園の設置に当たりまして、初めにこの

幼稚園・保育所の計画を変更するには子ど

も・子育て支援法の第６１条によって、市

町村は５年を１期とする教育保育及び地域

子育て支援事業の。 

（発言する者あり） 

○こども未来部長（八木一史君） 

  場所につきまして、今後につきましては

審議会で、今、議員おっしゃったような提

言が出ております。今後、教育委員会と町

部局において設置場所を定めるに当たり、

新たな場所の、現在使用している状況の確

認と代替場所の必要性、費用面など様々な

検証を行って、公共施設再編検討委員会と

も情報交換しながら、そして最後は総合教

育会議に諮って町教育委員会で最終的に決

定するということになります。 

  以上です。 
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○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  １小１中から２小２中に変わったように、

教育委員会はどうであれこうであれ、町長

のお考えが第一じゃないですか。だから今

の答弁おかしくないですか。町長は光風台

小学校って言ってるんです。ですからそれ

は置いといて、私のいろいろな幼保小中一

貫の教育の流れから言うと吉川小中学校の

そばが望ましいと思ってます。じゃああそ

こでどこかとなったときにはもう学校の敷

地内に、中学校の敷地内に、今、改修しよ

うとしてますが、そこに入れるか、それか

近所のどこか図書館とかあの辺りを移転し

てもらって作るとか、それかふれあい広場

とかあるんですけども、これらを考えてい

ったときにやっぱり学校の問題と併せてじ

ゃあどうする、施設をどうするかを一緒に

考えていかなければいけない、そうですね。

町長のほうはこと学校だけ考えたらば、そ

れは新しく建てるよりもこうして建てるよ

りも改修したほうが安上がりかもしれない

けど、ほかの施設と併せて考えていったと

き果たしてそれが豊能町の財政にとってい

いか悪いか、また別問題だと思うんですよ。

現状改修するって言ったばっかりに中学校

は間取りが制限されて、テニスコートも危

うくなってます。ですよね。そうですよね。

テニスコートも取れるかどうか危うくなっ

てます。過去、豊能町は教育委員会の１小

１中を受けて図書館や周辺の施設を組み込

んだ複合施設の新築計画を作成し、約６０

０万円から７００万円かけて設計図を作っ

てます。ただ、その後２小２中になったば

っかりにその設計図は陽の目を見ていませ

ん。ですね。今、その設計図あります。町

保管されてます。まずこれお尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  議員おっしゃってるのは西地区の基本計

画のことだと思います。それは令和元年の

６月ぐらいに契約を破棄しております。途

中となっておりますけども途中までの完成

品としてはございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  いま一度その設計図を、町長、見直して

いただきたいと思います。やっぱり今、公

共施設再編計画のほうが動いてる中で、や

っぱり今後この後の豊能町の施設はもう正

直言って図書館も雨漏りしてます。西公民

館もすごくなってます。保健センターも手

狭になってます。ですからそういったもの

を組み込んで学校施設を、複合施設の学校

施設を作るということは、私は長い目で見

た場合に決して、どっちが、改修と、改修

をして周りに古い公共施設へ大規模改修し

ていくかっていうのと、そうじゃなくて一

緒に組み込んだ施設を新しく建てると、ど

っちがこの豊能町にふさわしいかというの

はもう一遍検討すべき時期だと思います。

特に今回はこのようにして子育て審議会の

ほうから、やっぱりこども園は吉川中学校

のそばがふさわしいっていうふうな、そう

いった提言出てますのでね。やはりその提

言を真摯に受け止めて、今ここでこの今後

の豊能町、ちょうど公共施設再編計画の真

っ最中です。併せてぜひ考えていただきた

い。これは改修工事始まったらもう遅いこ

とです。ですから、これは考えていただき

たいと思いますけど、そんな余力あります

か。お尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 
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  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  以前にも複合施設を計画していたのでは

ないかという御質問が、今、出ていると認

識しているんですが、平成３０年度に教育

委員会において保幼小中一貫教育施設基本

計画の基本設計の中において一部関係する

公共施設を保幼小中施設に複合させていく

というふうに進められてたというふうに記

憶しております。今回の公共施設の再編に

おきましては検討委員会へ人口減少や財政

規模に応じた施設規模の適正化について、

統廃合や複合を視野に入れた施設の有効活

用、持続可能なまちづくりに向けた施設整

備の諮問をしているところであり、以前検

討されておりました保幼小中一貫教育施設

基本計画内での複合施設とは意図が異なり、

今回は幅広く公共施設再編に向けて複合化

も視野に入れ検討していきたいとこのよう

に考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  今の考えは今の考えで分かりました。そ

うじゃないんです、私が言ってるのは。前、

１小１中決まったときに、多分この私の想

像するとですよ。このいろいろな管理計画

やら何やら町の中でやっぱりじゃあこれは

中学校を造る、建て直すときに複合施設に

しましょうという、そういった動きができ

たから前回ああいったプロポーザルか何か

でやったわけですよ。今違うんですよ。や

れこれができてから、やれこれができてか

らって言ってる間に工事が始まり、結局ど

うにもならなくなるという時期にきてるか

らこそ、今回の提言、子ども審議会の提言

をきちっと真摯に受け止めて、じゃあそう

いったどうするかという絵を書いていただ

きたい。しかもその土台となる設計図まで

あるでしょうと。そういう質問をしてるん

ですね。町が今の考えで進んでることは分

かってます、十分。その考え直していただ

けますかという質問です。よろしくお願い

します。これは調整監に聞くお話じゃない

かと思いますので、できたら町長からお返

事お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。今、考え直すべ

きでないかということですけれども、今ま

でプロポーザルを受けた内容の部分として

は複合化ということももちろん重要。それ

から子どもの育みというところの部分とし

て教育観点の重要性、それらを踏まえた状

態で我々は財政面も含めて検討してる。新

たなものを造る、それから複合化をすると

いうときに本町の財政の状況、それから求

められる住民サービスも含めた状態のもの

を総合的に判断して今現在進めてるという

ところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ぜひ総合的に考えて複合施設の新設も考

えていただきたい。そういう要望ですので、

私の。よろしくお願いいたします。考えて

いただきたい。やっぱりじゃあこの施設も

大分古くなっているからと書いてます。こ

れも合わせて、これも合わせて一つの建物

にきちっとしましょう、お金かかるけども、

今はお金かかるけど将来的に見たらそのほ

うがいいんじゃないかというふうな、私自

身もそれに賛成して予算に賛成した立場で

す。ここにいる多くの議員はそれで賛成し

た立場です。そのこともぜひ念頭に置いて

いただきたい。これをお願いいたします。 
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  それで教育委員会のほうに質問させてい

ただきます。２０２１年に全国の小中学校

で2,５５８人の教員が不足しました。一部

の学校では担任を置けなくて、中学では授

業を行えないなどの影響が出たようです。

しかも小学校の教員試験の倍率は過去最低

の2.６倍だったと書いてます。先生のなり

手不足も深刻な状況なんだなというのが今

回の報道で初めて知ったんですけども、こ

の４月から小中学校の教師の配置に不足の

心配はなかったでしょうか。まずこれをお

尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。教育長森田のほう

から御答弁させていただきます。 

  議員お尋ねの、これは大阪府内の小学校

でございますけれども、小学校で担任を配

置できない状況があるかにつきましては、

そういうような、年度途中に例えば教員の

怪我や病気などに対応するため臨時講師の

配置ができてない学校はあったと聞いてお

ります。ただ、本町におきましてはきちっ

と年度当初定数どおりに配置できたところ

でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  それは何よりです。いろいろな努力があ

ってのことだと思います。それでこの町は

令和８年に義務教育学校を２校開校するこ

とになってますけども、東西それぞれに配

置すべき必要な教師数ですね。令和８年度

に配置すべき教師の数というのはある程度

把握されてるのか。もし把握されてるよう

でしたらその人数を教えてください。無理。

令和８年、要するに義務教育学校になった

ときに必要な人数です。２校になったとき

に。もし質問、私がこれ質問上げてなかっ

たかな。もし上げてなかったらそのままあ

れしてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  現在の教員数でございますけれども、小

学校につきましてはこれは管理職あるいは

養護教諭、事務職員、それから技師等を除

きまして、小学校では３９名、中学校では

３３名となっております。令和８年度再編

をした時点では、これは東地区は変わりま

せんですけれども西地区は３小学校が一つ

になっていくということで、これは今のま

まで推移しますと十数名の過員が出るもの、

過員といいますのは先生が定数より余ると

いうことでございますが、そのように予測

をしておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  私は教師の先生の数が減っていくことで

果たして２小２中がもつかどうかという心

配を持ってますけども、これは別の機会に

やるとして、このうち小中両方の免許を持

ってる先生は何人ぐらいいらっしゃいます

でしょうか。これでお尋ねして終わります。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  小中学校の免許につきましてのお尋ねで

ございますが、小学校では小中免許を持っ

ておる先生がこれは５割でございます。そ

して中学校で両方の免許を持っている先生

は２割となっております。現在のところそ

ういう状況でございますので、義務教育学
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校になったときできるだけ両方の免許を取

っていただくようにお願いをしておるとこ

ろでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は午前１０時３０分といたします。 

（午前１０時２３分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  おはようございます。議長に指名いただ

きましたので質問をさせていただきます。

まだまだ戸惑うとは思いますがどうぞよろ

しくお願いいたします。 

  まず農業関連について質問いたします。

農林水産省によると２０１０年農業就業人

数は約２６０万人、毎年平均で１０万人ほ

ど減り続けております。２０１９年には約

１６８万人まで減少しています。去年の夏、

職員の方とどこか空いている農地はないか

と一緒に探してもらいました。そのときは

大円の奥地でしたけど、農地に入るまでに

２匹のマムシに出くわい、夫でしたけど職

員さんとこんなところにマムシが２匹もい

るなんて多分巣があるだろうと、引き返そ

うということで引き返しました。耕作放棄

地から荒廃農地になるという、かなり多く

の荒廃農地になると予想されます。そこで

豊能町内の農地について耕作されていない

農地の割合を教えてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それではお答えいたします。 

  まず本町では現在、農業を振興するため

の農空間整備事業というものを、いわゆる

圃場整備のほうですね。農村総合整備事業

というのを牧地区については今年度から、

高山地区については来年度から、本格的に

事業展開していくということで今現在進め

ております。議員御質問の農地の割合につ

いてですけども、令和３年度の本町におけ

る農地利用状況調査によりますと、まず町

内全体の農地面積ですけどもトータルで２

９6.７ヘクタールとなっております。これ

に対し耕作されていない農地いわゆる遊休

農地になりますが、そちらのほうの面積が

１9.９ヘクタールということで、耕作され

てない農地の割合は約6.７％となります。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  遊休農地っていうのは耕作ができない農

地なんですか。いろいろ種類があるんでし

ょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えします。 

  現在耕作がされていない、農地を、要は

耕作されていないという意味で遊休農地と

いうことで御理解いただけたらと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  耕作されていない遊休農地が１9.９ヘク

タール、耕作されていない農地の解消に向

けて新規就農者の増加や高齢化への対応と

して農業の省力化の推進が必要だと思慮し

ます。今、豊能町の施策と現状、そして今

後の計画をお伺いいたします。 
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○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず農業従事者の高齢化と担い手、後継

者不足による遊休農地の増加については全

国的に深刻な問題となっておりまして、本

町においても同様でございます。この問題

の解決のための施策ということで、本町に

おいては平成２９年度より豊能就農支援塾

を開校しまして農業の担い手の育成を、今、

現在進めております。現状といたしまして

は支援塾は過去４年間で３２名の方が卒業

され、そのうち１４人、面積で言うと約２

ヘクタールの農地の面積になるんですが、

１４名の方が町内で就農するにいたってお

ります。今年度についてもまた新たに１４

名の方が習熟される予定となっております。

そういった形で本町といたしましてはその

遊休農地の解消について本事業が有効であ

ると判断しておりますので、今後も継続的

に事業を推進していきたいと考えておりま

す。 

  それから計画になるかどうかなんですけ

ども、そういう新規の就農に当たりまして

は多額の初期投資が必要となります。です

ので今後も新規就農者に対してその農業機

械等の購入に対しての補助事業とあと生産

の安定化、品質を向上していくために農業

用ハウスの設置に関する補助事業といった

ものを併せて実施していき、就農者農家へ

の支援を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  新規就農する方にとって農地も重要なん

ですが、支援塾、もうちょっと詳しく教え

ていただけませんか。その支援塾のサーク

ルといいますか、どういったことを教育し

ているのか。分かる範囲で結構です。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えします。 

  この新規就農支援の関係なんですけども、

今回で５年目を迎えるんですが、町外町内

問わず、町内の農地を耕作したいというそ

ういう意欲のある方を集まっていただいて、

元大学の先生なり来ていただきまして、そ

こで農業のイロハを学んで１年間勉強しな

がらいろいろやり方等を学びながら１年で

卒業して、その後、それで終わりではなく

て次、耕作するための、これまた卒業され

た後になるんですけども、町内で遊休農地

がある方とお見合いじゃないですけども、

その所有者と卒業された方を合わせまして、

お会いして、仲立ちするんですけども、何

箇所か候補地を上げましてお見合いして、

私ここでやりたいとなればそちらのほうで

契約なりしていただいて、次の段階に進ん

でいくような、そんなシステムをずっとや

ってます。あとその機械とか補助事業で何

とかちょっと少しでも初期投資を抑えられ

るような形で応援しているというような感

じです。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  座学とか実技といいますか、そういうこ

とも教えていただいて、それは１年間を通

して。その方たちは通っておられるんです

よね、大阪市内からとか、豊能町在住の方

もおられるんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  町内の方も当然おられるんですが、近隣

でいきますと豊能町の近郊が多い状況で、

吹田市さんにお住まいの方、箕面市さんに

お住まいの方、高槻市にお住まいの方など

がおられますので、そんなに遠くはないか

なと思っておりますので、数時間もかから

ないような形で豊能町のほうへ来れるよう

な方が多いと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  吹田市、高槻市から豊能町に通われてる

ということで、これは農地も重要ですけど

住むところも重要だと思います。豊能町に

は空き家が約1,０００件あります。古民家

もその中に多数含まれております。この一

環で行政が空き家斡旋することもできます

ので、その辺もリンクして進めていってほ

しいと思います。そして機械等を新規に導

入するということは多くの資金が必要です。

中古の購入、レンタルの活用などでできる

だけ初期投資、金額を抑えることができた

らよいと。今、部長おっしゃられました、

その支援するということをもっともっと支

援していただきたいと思います。農業・農

村は国民生活に不可欠な食糧を供給すると

ともに、その生活を通じて国土の保全等の

役割を果たしています。この豊能町この地

域をいかに維持し次の世代に継承していく

のかが重要だとあると思います。東地区・

西地区の美しい田園風景を守られるよう、

農業・農村を次の世代につないでいけるよ

う、農業施策の推進をお願いいたします。

要望です。 

○議長（管野英美子君） 

  質問を続けてください。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  次は地域公共交通についてです。 

  豊能町の公共交通が目指すところをお伺

いいたします。町では、分かってますよう

に人口減少、少子化、超高齢化が進んでお

り、定住化の促進に、高齢化にやさしいま

ちづくりが課題となっております。少子高

齢化が進む中、今日の公共交通が重要とな

る一方で利用者数の減少により今後サービ

スの低下が懸念されます。昨年の１１月に

も東地区ですが阪急バス忍頂寺茨木線減便

され、１日７便が１日３便になりました。

現在も私立の中学校に通う生徒、高校生、

社会人などが利用されており大変困ってお

ります。これでは後期高齢者の運転免許証

返納も進められないと家族住民は心配して

います。そこで質問いたします。豊能町で

運転免許証の自主返納について予想されて

いる数をお聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  まず初めに、運転免許証の自主返納につ

いては主に加齢に伴う身体機能や認知機能

の低下により自動車の運転に不安を感じて

いる高齢運転者が運転免許証を自主的に返

納する制度というふうに認識しております。

令和２年版の大阪府警資料で交通白書によ

りますと、豊能町において運転免許保有者

は１万3,２５３人、そのうち７５歳以上の

高齢保有者は１3.９％、1,８４７人おられ

ます。このうち運転免許証を自主返納され

た方は6.２％、１１６人おられます。自主

返納の年齢構成の詳細については不明では

ありましたが、７５歳以上の高齢者が多く

含まれているのではないか、このように推
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測しております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  交通事故を防ぐために自主返納される方

が多いように思われますが、その反対に、

今まで自分で運転していた人が免許を返納

したら自由に行動がとれない、引きこもる、

外出できない、面倒、したがって認知機能

に、反対に認知機能の低下を危ぶまれると

聞きますが、その辺はまちづくり創造課で

はないと思いますが、分かる範囲で結構で

すのでその辺はどうなんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  地域公共交通による移動は地域住民の暮

らしとそれから産業を支えるほか、活力の

ある地域の振興を図る上で欠かせない存在

となっております。高齢者が運転免許証を

返納することによって外出する機会が減る

ということが一番懸念するところでござい

まして、そこら辺は交通と福祉ですね。双

方で連携して考えていく必要があると、こ

のように考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  高齢者が免許証を返納しても自由に行動

できる、自由に行動がとれる環境にしても

らいたいと思います。 

  次の質問です。これからの豊能町の公共

交通の構想をお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  本町におきましては人口減少や高齢者の

免許証返納の増加、また運転手不足など深

刻化しておりまして、公共交通を確保・維

持するため公的負担の増加などによります

公共交通の維持は容易ではなくなってきて

いる現状がございます。今後の交通施策に

つきましては、令和４年度から１０年間を

計画期間とする総合まちづくり計画の策定

に合わせ、社会的情勢の変化、交通課題へ

の対応とともに、将来のまちづくりの方向

を見据えた交通体系を構築し、持続可能な

地域公共交通網の形成に資する地域公共交

通の活性化及び再生を推進するため、総合

まちづくり計画と一体的な地域公共交通計

画の策定を見据え、交通事業者や地域の関

係者等と協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  西地区の住民の方が、免許ある方が免許

を返納してしまって、東地区の里山を歩き

たいと思っていたら簡単に行けない。乗り

継ぎが容易でない。ときわ台から電車に乗

って池田からバスに乗るのと訴えておられ

ました。車で当たり前のように移動してい

る私たち、今現在の私たちですが、免許証

がなかったら、車がなかったら、１５分か

ら２０分で移動できる東西がこんなに遠く

なるんだと初めて私は思い知らされました。

そして東地区の鉄道の最寄りの駅は、東地

区なんですけどね、阪急池田、千里中央、

ＪＲ茨木。デマンドタクシーの実施は大変

評価します。しかしもう一歩広域にデマン

ドタクシーのサービスを考えてほしいと思

います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 
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  東西交通については今後デマンドタクシ

ーの充実を考えているところでありますが、

それ以外に交通に関係する住民の方たちの

御意見等もたくさん出ているということも

認識しております。今後は少しずつではあ

りますが公共交通が充実していくように進

めてまいりたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  特に東地区の生徒、学生は生活の半分が

待ち時間と言っても過言ではないです。そ

れくらい利便性が悪いです。春夏冬休みの

部活の変則的な時間、定期テストの期間は

早く帰ってきます。バスの時間と両親の送

迎が合わない、マクドナルドなどで時間を

つぶす、余分なお金がかかる。各家庭は頭

を振り絞ってアクセスを考えています。ま

ちづくりは地域交通の円滑な移動ができる

ように考えてほしいと切に願います。 

  それと今、私の家には愛媛県、神奈川県

から大学生がお手伝いに来られております。

それでその子たちは昨日、一昨日と農業、

今日も農業を手伝っていただいております。

そしてとてもこの豊能町がいいところだな

と、すばらしいなと言ってくれております。

明日帰るんですけどね。その子たちはまず

バスの時間帯、バスがない。田舎だからし

ょうがないけどこんなにも不便なのかと。

これがもうちょっともうちょっと利便性が

よくなればいいなとも言ってました。どう

かよろしくお願いいたします。 

  次の質問にいきます。木代地区の土砂崩

壊の空き地利用についてです。平成２６年

２月２５日に崩落事故が発生して７年が経

過します。茨木から豊能に入ったときの眺

望はいまだ改善されてないようですが、今、

豊能町はどういった立場なのか教えていた

だけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それではお答えいたします。 

  まず平成２６年２月２５日、木代地区内

で大規模な土砂崩落が発生しております。

その後平成３０年の８月１９日などに大阪

府の木代地区崩落跡地の対応、跡地利用な

どについて住民説明会が開催されたという

ところです。その後、本町も含め豊能維持

管理基地については、関係自治会、希望ヶ

丘、木代自治会になるんですが、と個別に

協議してきておるんですが、関係者が一堂

に介して意見を交換する場が必要であると

いうことの趣旨から、令和元年の４月なん

ですが、豊能維持管理基地整備検討会議と

いうものを大阪府の池田土木事務所のほう

が事務局となり設置しております。議員御

質問の豊能町はどういう立場なのかという

ことですけども、この豊能維持管理基地整

備検討会議の構成委員が木代の自治会長、

それから希望ヶ丘自治会の跡地利用検討委

員会の会長、それから箕面消防署長、それ

から大阪府の池田土木事務所長と豊能町長

ということで検討会議の構成委員となって

おりますので、本町もこの検討会の構成メ

ンバーの一員という立場になると思います。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  令和元年度に道路維持管理基地に関する

検討委員会が開催されたんですね。土地利

用が決まったはずですがそれ以降の進展は

ないように思いますがいかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 
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  お答えいたします。 

  この道路、豊能維持管理基地整備検討会

議ですね。この本会議なんですが、議員の

お答えのとおり令和元年度に開催されてお

りまして、計３回会議を行っております。

その３回目の令和２年１月２９日に整備方

針案というものが決定しております。これ

については大阪府池田土木などでホームペ

ージに公開されております。その土地利用

が決まったはずですが、それ以降進展がな

いという御質問なんですが、令和元年度以

降、その道路維持管理基地と隣接地の所有

者がおられるんですけれども、ちょうどそ

の基地と隣接との境界部の谷部で、令和２

年度だったと思いますが豪雨時に雨水が集

中して排水施設それから隣接地の石垣が崩

落しております。それを受けてこの２年間、

大阪府の池田土木事務所のほうがそれらの

課題解決、どうやって直していこうかとい

う、そういったものを隣接の地権者と協議

を行っていたということで聞いております。

そしてその協議がおおむねまとまりました

ので、その土地利用の計画の変更が生じた

ということで、当時令和元年度の豊能維持

管理基地整備検討会議の座長のほうから、

まとめの中で、今後は住民に対して十分な

説明を行って事業を推進、進めていってく

ださいということで言われておりましたの

で、土地利用の変更が生じましたので、昨

年の令和３年の１２月１１日になるんです

が、計画が変わったということで大阪府の

池田土木事務所のほうが木代の自治会それ

から希望ヶ丘の自治会に対して説明会を実

施したということで聞いております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  昨年１２月１１日説明会があったという

ことですが、内容を教えてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  説明会の内容なんですが、令和元年度に

開催した整備検討会議ですね。決まったそ

の整備内容のもう１回の再確認と、先ほど

ちょっとお答えしましたが維持管理基地の

南側の隣接者との協議を踏まえた土地利用

の変更が生じましたので、その変更となっ

た土地利用計画の内容の詳細な概要説明と、

あと今後のスケジュールについて報告を行

ったと聞いております。なお余談ですけど

本町も関与してるそのヘリポートの整備工

事ですけども、そのスケジュールの中では

令和６年度の下期頃に工事着手すると聞い

ております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この道路維持管理基地の中に住民が関わ

る防災ゾーンもあると聞いていますが、ど

ういった内容か詳しく教えてください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  その令和元年度に開催されたとよの維持

管理基地整備検討会議の中で住民参加の防

災ゾーンも計画されております。この防災

ゾーンについての詳細、この検討会議の時

点では決まっておらず、現在も決まっては

いないんですが、その検討会議の中で災害

時用の土のうステーション等のスペースを

確保して、住民参加の中でやっていこうと
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いうことで了承されております。このため

今後どう利活用していくのか、維持管理は

どこがやっていくのかも含めまして変わっ

てきますので、先ほどちょっとお話しした

ヘリポートも含めて関係自治会、箕面消防

署などと含めて協議していきたいと考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  今、災害が起これば豊能町はどこから防

災ゾーンというか、どこから助けが来るん

でしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  今、万が一災害が起こった場合、例えば

今、東北等でまた地震が起こったりしてお

りますが、まず基本的に豊能町内で災害対

策本部会議を開きましてそこで方針を決定

いたします。被害状況であるとかそういっ

たいわゆる大規模な地震とか大規模な災害

になった場合、大阪府を通じまして、こう

いうことはあってはならないんですけれど

も、私どもでは対処できないような災害に

なった場合には大阪府を通じまして例えば

自衛隊のほうに応援要請を頼みまして、そ

ういう災害時の対処をしていただくという

形になっております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  では豊能町内ではそういう防災ゾーンと

かはないということなんですね。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  例えば防災ゾーンといいますか、その災

害時のための備蓄物品、先ほど話のありま

した土のうも含めてなんですけれども、そ

ういった災害時のいわゆる備蓄物品、例え

ば災害時のベッドであるとかテントである

とか土のうであるとかそういったものにつ

きましては豊能町内の各所に保管をしてお

るところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  すみません。認識不足ですみませんです。 

  自然現象によるのり面崩壊、台風による

倒木、寒波による積雪などに対する対応の

迅速性が求められます。現在の状態がいつ

まで続くのかはっきりしていない、木代で

すね。木代の方の要望は元の景観に戻して

ほしい、そして災害時に迅速で今後も、こ

の防災に関して質問していきたいと思いま

すので、質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、才脇明美議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１１時１５分といたします。 

（午前１１時０２分 休憩） 

（午前１１時１５分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  皆さんおはようございます。 

  まだまだ緊張する一般質問ですが、豊能

町の未来のために精いっぱい質問させてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

  まず豊能町の財政状況についてお伺いさ
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せていただきます。何度も予算の説明等で

も基金が数年後に枯渇するということが分

かっている状況で基金を取り崩さない予算

編成をしていかないという理由はどこにあ

るのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  令和４年度当初予算につきましては予算

編成方針におきまして財政再生計画と位置

づけ、将来にわたり持続可能な財政運営を

基本として転入の促進を図る事業、スマー

トシティを目指したまちづくりに資する事

業としてそれに対して重点的に予算を配分

することとして編成いたしました。基金繰

入金でございますが６億5,４６６万3,００

０円の取崩しとなり、前年度と比べまして

１億２０４万8,０００円の減額、１3.５％

の減となっております。町税の減少が続く

中で非常に厳しい財政状況でありますが、

スマートシティ推進事業や圃場整備、農業

振興策など町の活性化を図るもの、また保

幼小中一貫教育の推進に向けた取組やＧＩ

ＧＡスクールへの取組など町の将来に視点

を置いたまちづくりを行うことを目的とし

た事業への予算配分、光風台大橋の改修な

ど町政運営上どうしても避けることのでき

ない事業に財源を充当しております。令和

４年度当初予算約６９億円のうち約６０億

円が経常的経費となっております。経常的

経費の事業全体として義務的経費を除いて

前年度予算の９０％を上限として編成を行

い、補助金の１０％カットやとよのまつり

の負担金凍結などを実施いたしましたが、

扶助費や他市町村への委託事務、一部組合

への負担金など予算化を避けることができ

ない部分もあり、結果として経常経費も若

干の増額となっております。結果として財

政調整基金を取り崩すこととなりましたが、

経常的経費の削減につきましては施設の再

編や事業の廃止など住民生活に多大な御負

担を及ばさざるを得ないため一足飛びには

できない事情もあるところでございます。

今後は住民の皆様の理解を得ながら、行財

政改革２０１９の取組や公共施設再編計画

を進めていき、自主財源の確保に努めなけ

ればならないと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  当然やらなければいけないからやるとい

うのは分かるんですけども、監査委員から

も何度も指摘されてますよね。基金に頼ら

ない予算編成をしなさいと。２年度の監査

委員の決算審査意見書には、もう何度言っ

ても聞かないからか知らないけど家計にま

で例えられてますよね。一般家庭において

は、収入が減ったら歳出を減らすと。それ

か増える増収になるものを増やすと。これ

かなりの状況ですよ。一般家計に例えない

と理解してもらえないのかという監査委員

の強い訴えがここにあると思うんですね。

ですから僕はもっとこういった監査委員、

何のために監査委員に監査してもらってる

のかということを考えて、やはりこういっ

たところをもっと真摯に受け止める必要が

あるかなと思います。過去の基金の当初予

算での取崩し額を見てみると、２４年、こ

れは１回目の池田町長のときですね、２億

円。大体２５年、田中町長になって４億円、

４億円、２７年５億円、２８年６億円、２

９年７億円。それで塩川町長になって８億

円、８億円、９億円というような感じでち

ょっと増えてるんですね。この原因は何と

お考えかお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 
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  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたとおり令和４年度

当初予算におきましては約６９億円のうち

約６０億円が経常的経費となっておりまし

て、繰出金であるとか扶助費の増、そうい

ったことも大きな要因になっておると考え

ます。あと平成２９年から令和２年度につ

きましては定年退職者のピークを迎えてお

ります。その退職金の増というのも大きな

要因になっておるのではないかと考えてお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やっぱり一つには当然ながら少子高齢化

になって人口が減って税収が減ると、当然

同じサービスを維持していくなら貯金崩さ

ないとだめ。当たり前のことですよね。こ

れが監査委員の方が仰っていることなのか

なと。それで先ほど部長の答弁にもありま

したけど、とよのまつりをやめました。こ

んなの何の意味もないでしょう。どれくら

いの金額になるかって考えると、ほとんど

意味がないかなと。やはり根本的には公共

施設等の、今後どうしていくかっていうこ

とを早急に考える必要があると思うんです

が、次に公共施設再編の進捗状況。先ほど

秋元議員も示されてましたけど、過去に置

いて公共施設等総合計画というものを２９

年、わずか四、五年前に出されてます。そ

この中でもある程度の現状は決まってると

思うんですね。それでなおかつ後はもう政

治判断だけかなと。それを専門家の皆さん

を交えてこれから何を議論していくのかと。

理解できないんですよ。簡単に言って民間

企業の感覚からすると全施設廃止ですよ。

赤字ばっかりなんだから。その中で例えば

シートスは住民の健康のため運動のために

寄与するから年間5,５００万円払ったとし

ても、指定管理として払ったとしてもやる

価値があるよねと。ユーベルは、たとえ残

すんだったら文化とかそういう豊能町の魂

を育てる意味もある。だから年間4,０００

万円払ってでもやる価値あるよねっていう、

そこはもう政治判断だけですよね。これを

何度も議論ばっかり、この計画を立てて計

画を立ててって。計画、現状の分析はもう

そこで終わってるはずなんですよ。それを

職員が作った十分な総合計画、２９年に出

されてるじゃないですか。それをもとにあ

とは町長が判断するだけだと思うんですけ

ど、改めて１２月、１月まで引っ張る理由

は何なんですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  先ほど議員のほうからお示しありました、

平成２９年３月に策定されました豊能町公

共施設等総合管理計画においては、人口減

少や財政規模に応じた施設規模の適正化、

統廃合や複合化を視野に入れた施設の有効

活用、計画的保全による長寿命化、持続可

能なまちづくりに向けた施設の整備の４項

目の基本の考え方が示されております。計

画策定時には平行しまして、保幼小中一貫

教育施設の在り方の検討が始まっていたと

いうこともございまして、公共施設の人口

減少や財政規模の適正化は急務であるとは

考えておりましたが、保幼小中一貫教育施

設の編成内容の議論をされていたため、そ

の方向性について注視をしていたところで

ございます。今年度でございますけれども、

公共施設の再編に向けた検討委員会を立ち

上げ、今後の在り方について現在検討を行

ってまいりまして、先ほどお示ししました

とおり、先ほどの質問でもございましたが、
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本年１月に検討委員会より公共施設の再編

に向けた中間報告書が提出されたところで

ございます。財政状況や公共施設の老朽化

がさらに進んでいる中、人口規模、財政規

模を考えた上での公共施設の在り方につい

て検討することは急務であるというふうに

認識しております。検討委員会での御意見

をいただきながら次年度に一定の方向性を

検討させていきたいというふうに考えてお

ります。ただ、人口減少進む中、多額の経

費を必要とする公共施設の更新需要にも応

えていく必要もありますし、住民サービス

の維持向上というところもございますので、

その両天秤を図りながら慎重に来年度に向

けて検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  じゃあお聞きしますけど、その公共施設

の再編計画で出たとおりに、町長はそれを

お認めになるんですか。町長、お答えくだ

さい。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、御質問のとおり、公共施設再編計画

っていう部分で、今、御審議をいただいて

いる内容につきまして、そのとおりにやる

のかということでございますけれども、そ

れはもちろん真摯に受け止めさせていただ

いて、最終的には町政部局も含めて、それ

と住民の皆さんのいわゆる需要を鑑みなが

ら最終的な結論を出していくということに

なります。ですから鵜呑みにするというこ

とではございません。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  だったらね、だから最終判断は政治判断

ですよね。要するに方針は現状分析ですよ、

あくまでも。２９年でやっていることと今

やっていることと、どんだけ専門家を入れ

ようが、どんだけいろいろな角度から見よ

うが、最終的には政治判断で残すと言った

ら残すし、やめると言ったらやめるし、そ

れを決めるのは町長しかいないんですよ。

現にそれで２小２中って、教育委員会、教

育委員の専門家たちが何年か議論して出し

た結論をひっくり返してましたよね。出し

てましたよね町長は。１小１中にしました

よね。それができるんですよ。そうしたら

そこでの議論というのはどうなるんですか。

今まで積み重ねてきた議論、ありますよね。

そこにもお金かかってますよ。でも町長は

変えれるんです。公共施設も一緒。そこの

担保が、町長がそのとおりにするっていう

担保がないんだったら、最終的に私の判断

って、町長の判断って言うんであればもっ

と早急に判断する材料はもう十分出てるは

ずですよ。僕は結論を何か先送りにしてる

ようにしか見えないんです。それはユーベ

ルなんかは廃止って決めたときに5,０００

名の署名集まりましたよ。だから副町長が

住民に丁寧に説明してって言いますけど、

その結論が出てない段階での一部の説明し

たって何にも動きません。住民さんがうわ

っと真剣に考えるのは、ある程度条件を出

して廃止っていうこともあり得るっていう

ようなことをしなければ、なかなかこれは

難しい問題だと思いますよ。ぜひとも町長、

もうちょっと早い結論。もう政治判断だけ

なんですよ。矛盾していきますよ。最終的

に、結局はそれを見ても町長の判断でどう

するか分からない。総合的に考えるってお

っしゃってるんだから。それだったら引っ

張る必要はもうないでしょう。それが分か
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らないがためにいろいろな、職員とかもい

ろいろな、我々の判断も苦しい。この施設

は残すんだろうか、やめるんだろうかとい

うことをずっと悩み続けないといけないん

ですよ。残すんだったらすんなり予算も認

められる。もしかしたらやめるかもしれな

いってなったら予算もどうしようかという

ふうになるじゃないですか。ぜひとも、先

ほど副町長は令和５年の１月とおっしゃっ

てましたけど、ぜひとももう夏までにはっ

て僕は思いますよ。今まで散々議論してる

んですよ、何十年も。副町長はまだ１年目

ですから分からないかもしれないですけど、

豊能町で公共施設の在り方ってもうずっと

十何年議論してますよね。条件とか状況な

んてもうはるかに情報は揃ってるはずです。

あとは町長の政治判断だけです。ぜひとも

早急な政治判断というのを行っていただき

たいと思いますけどいかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  これまで長年かかって検討してきてると

いうことですけれども、やはりそのものの

両方について廃止またはいわゆる存続につ

いても両方ともメリット・デメリットもも

ちろんあるということ、それからいわゆる

長年ということでありますけれど、長年出

てきた結論の中で出てきてる前提条件とい

うのが、やはり今現在の状況とは変わって

きてる部分があります。特に今までの状態

でいきますと、例えば財政規模という部分

で人口はもちろん減ってる。２５年間で３

分の２まで減ってきた。これはもう予測し

たとおりです。ところが財政状況の部分で

いきましても、税収自身が２５年間で２分

の１、住民サービス、それを行っていく上

での原資というのが２分の１まで減った。

これは加速度的に減ってますので、それら

を踏まえた状態でしっかりと議論をしてい

くというところでございます。したがって

最終的には政治判断ということになります

けれども、それらの手順をしっかりと整え

た上で進めさせていただきたいというよう

に思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  町長就任してから基金の取崩し額、さっ

き説明しましたよね。一気に増えてるんで

すよ、いろいろな条件はあったにしても。

それも監査委員からも基金を取り崩さない

と。従わないということは監査委員ばかに

してるようなもんですよ。何のために意見

書を出してるんですか。もっと真摯に受け

止めてこういうことをしました、でも結果

見たらまた同じように基金崩してました。

だから今回の意見書には家計にまで例えら

れてる。ここの人は分かれへんねんな。じ

ゃあ一般家計に例えたら分かるかなみたい

な感じで僕、読みましたよ。思いは本人じ

ゃないから分からないですけどね。それく

らいのことなんですよ。状況は変わってる、

十分理解してます。より厳しいんですよ。

基金もなくなるって言われてるんですから。

そうしたらもっと厳しい判断が求められる、

スピードが求められるんですよ。もう議論

なんかしてる場合じゃないと思いますよ。

ぜひともその判断については早々にお願い

したいと思います。 

  では次にごみ有料化をどうしていくのか

ということをお聞きしたいと思うんですが、

現時点でどのようなふうに考えておられる

のかお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 
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○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  ごみの有料化ということですけども、ご

みの有料化が目指すものといたしましては、

一つにはごみ排出量の削減と資源化の推進

による地球温暖化防止と循環型社会の形成。

二つ目としましてごみ排出量に応じた負担

の公平化、それから財政負担の軽減などが

挙げられるかと思います。本町の第二次ご

み処理基本計画では、可燃ごみ・不燃ごみ

の有料化について、今後のごみ排出量の推

移や減量・資源化目標達成状況を見極める

とともに、社会情勢や近隣自治体の動向を

見ながら慎重に検討する旨を掲げています。

本計画に基づきまして減量と資源化の目標

を達成に向けた施策を丁寧に行っていくこ

とが必要と考え、啓発活動を中心に実施し

てきたところですが、ごみの排出量には世

帯の状況により違いのあることや、町財政

にも少なからずの影響を与えることなどを

考えますと、応分の負担をお願いすること

も選択肢の一つであるというふうには考え

ております。先ほども申し上げましたよう

に減量化の効果の一つには財政負担の軽減

があります。実際に１市３町の負担金の決

定には排出されたごみ量による按分も含ま

れておりまして、減量がもたらす経費的な

効果も見極めながら有料化に向けた方針を

決定することが望ましいと考えているとこ

ろです。ただ、昨今のごみの排出量はコロ

ナ禍の影響等で日常的な分と少し変わって

きているというふうに考えておりまして、

引き続きごみの排出量の削減や資源化への

啓発に努めまして、当面は推移を見守りな

がら、またごみ収集等に係る全体的な経費

の削減も含めて有料化に向けた検討を進め

ていきたいというふうに考えておるところ

でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕も基本的には反対ですよ。やれること

ほかあると思ってますから。でも、今、部

長がおっしゃられたことは何年前に言われ

たことのそのまま、何か新しい取組ってさ

れてるのかなと思うんですよ。もし何かを

しててこういう結果が出たら、前はごみの

減量が幾らかまで進んだら有料化しないと

か、そういう判断基準もありましたよね。

でもそれに向けた何か取組っていうものが

何も住民さんに伝わってないと思いますよ。

最近話題にも出てこないですから。だから

もし何かをするんであればこういうふうに

これくらい、こういう取組もありますよ、

こういう取組もありますよって。たしか日

下町長のときに生ごみ処理機とかも入れ入

れてたんですよね。ありますよね。そうい

うのをするとか、何か試みをしないと、何

も頑張ってくださいじゃあある一定のとこ

ろで減らないですよね。今、部長仰られた

ようにコロナ禍になったら一瞬ある程度増

えたりするわけでしょう。しばらくこうい

う状況続くかもしれないし。また感染症の

新しいのが出てきたらまた延期ですか。や

はり社会の状況がどうなろうが変わらない

ような方針を持っておかないといけないん

じゃないんですか。新しい取組に何かあれ

ば、啓蒙以外ですよ。広報「とよの」に減

量化しましょうだけじゃなくて、新しい取

組があればお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  減量化に対する新しい取組ということで

すけれども、なかなか啓発以外に取り組ん

でいるというものは現在のところではござ

いません。ただ、ごみが減量化をするに当
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たって、ごみが減れば当然、先ほども申し

上げましたように可燃ごみの按分というも

のがありまして、大体１トン当たり２万５

０００円という数字が出ております。これ

が減量が進んでいけば当然財政的な効果も

現れてきます。以前平成２７年に有料化の

御議論を議会でもいただいたと思うんです

けれども、そのときの試算では有料化した

場合約3,８００万円が収入として上がると。

そして経費として1,８００万円程度かかる

ということで、有料化による収入は2,００

０万円と当時は見込まれておりました。そ

ういったことを踏まえますと、ごみの減量

化とそれから私どもの収集経費の削減とい

うのがうまく重なれば、当然その分が2,０

００万円という経費がもし出てくるのであ

れば有料化の必要もないかなというふうに

も考えたりもしておるところです。ですの

で当面はもう少し、少なくともコロナ禍が

落ち着くぐらいまではごみの減量化の推移

を、住民の皆さんの御努力を見ながら決定

していきたいというふうに思っておるとこ

ろです。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  これも最終的には政治判断だと思ってる

んですよ。やるかやらないかなので。状況

はもう部長おっしゃられたようにすごい前

から啓蒙活動もしてるし、ごみ減量という

ものはこの町はダイオキシンで有名になっ

た町ですから、ごみの減量についてはかな

り一生懸命取り組んできたはずですよ。住

民の皆さんの意識も他市町村よりは高いと

思います。あとその状況でも有料化しなけ

ればいけないような財政状況に落ちてるわ

けですよね、豊能町の場合は。そういうわ

ずかなところであっても住民の皆さんに応

分の負担を求めないといけないような状況

ですよね。塩川町長どうお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今の財政状況を鑑みますと永並議員がお

っしゃるように喫緊の課題であるというよ

うに思います。ごみ減量化については今ま

でもこれまでも啓蒙活動というところをや

って、その成果は出てきてるというように

思います。あとそれらの退職金も含めて、

いわゆる維持管理経費をどれだけ下げるか

というところでございます。今は私は、今

この応分の負担を求めることではないと、

その時期にはきていないと、ごみ減量化に

ついてはというように判断をしております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕この時期にきてるんだと思いますよ。

なぜか。基金８億円取崩してるから。毎年

どんどん減って、もう、大阪府からも基金

なくなりますって指摘を受けてるぐらいだ

から。わずかでもいろいろなところで応分

の負担を求めていくような豊能町の状況に

もうなってきていると。もっとそこら辺は

住民の皆さんに伝えていかないと。いきな

り再建団体になりましたなんて恥ずかしい

ことを言うんじゃなくて、もうちょっと住

民の皆さんにそういう豊能町財政的に厳し

いですよということを分かるような情報発

信というのは非常に重要だと思いますよ。

現時点で住民の皆さんはほとんど行政サー

ビス変わってませんよね。維持してるもん、

とりあえずは。だからそんな財政が、まさ

か自分とこの町がどうなるかなんて。若干

水道料金高いかなっていうのは皆さんから

聞きますけど、じゃあこういうサービスな

くなったっていうことは今のところないで
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すから、そういう状況だったらなかなか豊

能町の状況って伝わらないと思いますよ。

やはりこういった、わずかかもしれないけ

どもそういう負担を求めることで豊能町の

財政はしんどいんだと、だからいろいろな

ところでこれから真剣に考えていく時期に

きてるんですよと。昔であれば何か作って

いく、作っていく、作っていくだったけど、

今からはサービスをやめていかなければい

けない時期にきてるんだということを住民

の皆さんにも情報共有していかないと。塩

川町長、今の僕の質問を聞いてやっぱりま

だ時期じゃないと思いはります。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員のおっしゃるとおり、今の全体の財

政状況というのは非常に逼迫をしてるとい

うところです。その中で今、優先順位を決

めて、永並議員からもおっしゃられるよう

に公共施設の再編の部分、そういうところ

での住民サービスの、低下ではありません

けれども変えていくというようなところ、

それを今、重点的に考えてるところでござ

います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  税収を増やす施策がほとんど出てきてな

いから言うてるんですよ。ほかに企業誘致

できます、ここら辺が有望ですとか、そう

いうのがあれば、僕はこういう問題、わず

かですからね、部長おっしゃられたように。

それが、それすらも出てこない。町長から

どんどん若い定住化施策出すって何度も聞

いてるのにそれが一向に出てこないから、

そしたらもうこういうところから負担求め

ていくような状況なんじゃないですかとい

うことですよ。それがどんどん出されてき

て、ごみ有料化なんてせんでいいぐらい税

収上がるほうの期待のほうが大きいってな

ったら、誰もこんなとこ聞いたりしません

よ。でも何度も部長とかから予算のときで

も財政が財政がって、１０％のシーリング

かけて全部１０％下げましたとか、すごい

相当な状況じゃないですか。そういった状

況だからこういったところももっと深刻に

受け止めなければいけないんじゃないです

かということです。それとごみ有料化結構

住民の皆さんでもしょうがないと思っては

る人も多いと思うんですけど、ちゃんと説

明しないと混乱しますよ。豊能町の有料化

の１枚の値段４０円ぐらい、高いですよね。

大都市では１０円とかですよ。１枚１０円

でいろいろな、大阪市内とかでは売ってる

んですよ。ほかの有料化してるところは。

１０円っていうんだったらそんなに負担じ

ゃないと思っても、１枚４０円となると、

亀岡が４０円ぐらいだったかな、近隣やっ

たら。意識が、住民の認知度って違うんで

すよね。やっぱりその有料化するに当たっ

てもそこら辺の丁寧な説明というのが非常

に重要になりますので、やはり有料化とい

うものはそろそろ、アイデアがないんだっ

たらね。何かおもしろいアイデアでこれや

ったら減量化できますよというものがあれ

ばいいんですけど、今のだとなさそうなの

で、なさそうな上に財政が厳しいってなる

と、こういったところも検討する段階にき

ているのかなと思いますので、もうちょっ

と新しい、もうしないって言うんであれば

新しいアイデア、具体策を出していただき

たいなと思います。 

  次に教育問題について、先、いかせてい

ただきます。まず町長が考える２小２中の

メリットをお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  教育問題の部分ですけれども、小中一貫

の部分、小中一貫教育についての９年間の

育みの必要性、これはもう十分皆さんも御

理解をいただいていると思います。日本全

体として人口減少というのももう当たり前

の状況でございます。これまで平成２５年

のときに西地区の小中一貫教育の提言、そ

れから西地区の適正な学校配置、それから

適正配置の審議会等々も行われております

けれども、そこの中で決まった内容として

全体の方向性というのが決まってきたとい

う部分です。いずれにしてもメリット・デ

メリットがある、その克服について必要と

される内容のものを検討されてこられたと

いうところでございます。私は、メリッ

ト・デメリットということでございますけ

れども、子どもに対するメリットの部分は

もちろんあります。適正規模というところ

のメリット・デメリットがあります。ただ

私が一番重視をさせていただいているのは、

将来の学校の在り方として社会総ぐるみで

教育を実現していく。地域とともにある学

校に転換する。そういうことが文科省のと

ころでも教育成果として非常に出てきてい

るというところでございます。したがいま

して学校・家庭・地域、子どもたちの学校

の学ぶ時間、学校で学ぶ時間以上に地域で

過ごすというところですので、地域の重要

性を考えたときにそれぞれの生活圏がある

東地区、西地区、ここで教育を受ける。そ

してその地域の維持、コミュニケーション、

多世代交流というところが非常に重要であ

ると思って今回の決定をさせていただいて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  いや、学校ですよ。子どもたちの教育が

一番ですよ。当然地域が関わるのは大事で

すよ。でも子どもたちにとってその学校と

いう空間の中でどういうふうに育てていく

かというのがイの一番じゃないですか。大

前提そこですよ。果たして本当に、出生者

数見ると、ここ数年はもう東地域一桁です

よね。一桁の中で一クラスでクラス替えが

ない中でずっと成長して、小中と行って、

高校になって爆発的に多いとこに放り込ま

れるんですよ。今の現状ですら豊能町で育

った子はおぼこいとか幼いとかと言われる

んですよ。それもっとそういう状況になる

じゃないですか。僕が一番気にしてるのは

そこで人間関係がうまくできなかったら、

いきなり大人数のとこに行ったときにちゃ

んとできるのか。それを、西地域も入れた

ってそんなに多くはないですけど、クラス

替えをするなりそういうことができる環境

で新しい友達と人間関係が作れる、そうい

った人間関係を作る力というものをつけと

かないと、僕はそこが重要だと思いますよ。

町長、考え方が地域っていうのは分かりま

す。当然地域のことと一緒に育てていくの

は非常に重要です。ただ一番に考えないと

いけないのは子どもたちの成長。これから

少人数で育ったまま、高校、大学、社会人、

どんどん人数増えていくんですよ。ずっと

閉鎖的な９人ぐらいの輪の中で生活してい

くんであればそれでいいですよ。でも違い

ますよ。どんどん増えていくんですよ。そ

の中で人間関係が作れなかったら、下手し

たらいじめに遭う確率って上がるんですよ。

小学校でのいじめと高校でのいじめって全

然違いますよ。そんなとこまで考えてはり

ますか。まず地域が出てきた時点で僕は非

常に残念ですよ。まず子どものことを考え

て僕は学校のことは決めていただきたい。
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改めてお聞きしますよ。２小２中で本当に

いいんですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  言葉が少なかったかも分かりませんけれ

ども、学校の子どもに対する教育の在り方、

これは教育委員会も含めてしっかりと議論

をして、その経過も含めた状態で議論をし

ていただいています。ですから、私は、そ

の言葉としては書いてなかった。私が２小

２中でのというところですので、一番教育

の原点のところ、プラス、私は地域という

ところを重点的に置いておりますよという

ことを申し上げたということです。 

  永並議員がおっしゃるように、どんどん

と人数が増えていく、そういう段階を経な

がらやっていかないといけませんけれども、

今の子どもたちの成長度合いというのが非

常に異なっている、それをそれぞれの人の

成長に合わせた状態でしっかりと寄り添っ

ていくというのが今現在、学校教育の中で

行われている内容ですので、それらについ

て、固着化というところはもちろんありま

すけれども、固着化を回避する方法として、

今までのようにさらに子どもたちに寄り添

った形、子どもたちの成長に従ってそれら

を教育していく、育んでいくということが

今、求められているというところでござい

ますので、私はそういう考え方を持ってお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  結構すごいこと言ってますよ。だって、

西地域では少人数で見られないという感じ

に聞こえますからね。急に塩川町長の話だ

と、１０人ぐらいじゃないと手厚く見られ

ない、僕は十分見ていただけていると思っ

ていますよ。僕は、少な過ぎる固着化のほ

うが問題だと言っているんです。我々の頃

は４０人ぐらいいましたから、さすがにそ

れは先生の目も届かない部分がありました

けど、今は小学校に行ったらサポーターの

方もいるし、人数だって二、三十人で抑え

ていますから、結構先生の目は届いていま

すよ。９人じゃないといけない理由はない

し。 

  複式学級なんていったら、本当に子ども

たちに良いのかって思いますよ。本当の山

陰とかの過疎でどうしようもない、周りに

学校もない、子どもたちもいないから複式

で学校をしますというなら分かります。で

も、車で１５分行ったところに普通に１学

年１クラスでやっている、２クラスでやっ

ている学校があるんですよ。だから、それ

だったらそっちに行って、いろいろ人間関

係をつくる練習をしたほうがさらに良いん

じゃないですかという提案です。これはな

かなか変えられているので難しいかと思い

ますけど。 

  私は、常に１小１中でいかないと、それ

で、１小１中にしないといけないのは、学

校が使えなくなることで、本庁舎どうする

んですかと、公共施設の検討委員会のほう

にも入るんだと思いますけれども、耐震が

できていないところであったりとか、そう

いったところも考えないといけない。そう

いったところを踏まえて、ぜひとも公共施

設検討委員会のところでは、コストがかか

らず、町の将来にわたって有望な答申を出

していただきたいと思います。 

  次に、具体策というものはまだまだ出て

ないみたいなんですが、あと、この２小２

中は一回、住民投票する気はないですか。

説明会ってどれくらいされましたか、２小

２中に変えてから、お聞かせください。 
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○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  ２小２中の説明会ですけれども、正式な

回数は今は持ってないんですけれども、コ

ロナ禍もありまして少なかったというのは

あるんですが、その分、ホームページ、豊

能町の広報、「豊能の風」で随時発信し、

また、住民説明会のことにつきましては、

Ｑ＆Ａをホームページに掲載したり、住民

の方、保護者の方には十分伝わるように説

明をしてきたつもりでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  中には、選挙で勝ったから、２小２中は

住民の皆さんに認められたという勘違いを

されている方もおられますけれども、民主

主義の根本は、少数意見にも耳を傾けると

いうところなんです。 

  今回の選挙結果を見ても、ほぼ５００票

ぐらいの差しかないわけです。半分ぐらい

の方が反対のほうにおられるわけですよね。

そういった状況ですよ。これを進めていく

んであれば、再度住民投票をするかして、

最終的な、まだ行けますから。どうせ結局

のところは、令和８年度に小中一貫校を開

校されるんですから、そのときに再度議論

が必要になってくるわけですよね。東地域

の人数が少なかったり、もっとさらに、塩

川町長の具体策が実らず子どもの人数が増

えなければ、まだ出てないから実るわけが

ないんですけれども。 

  ですから、一度住民投票を見て、これだ

けの予算がかかるんですよとか、こういっ

た状況も分からず住民の皆さん、そのとき

は示されていないわけですから。そういっ

たことを示した上で、どっちがいいですか

という住民投票をされるお考えはないです

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  永並議員からおっしゃられると、２小２

中が非常にお金がかかるような形で御覧に

なっておられるのかなというような感じが

いたします。１小１中のときというのは、

生徒児童の方々を集めるというところでご

ざいますので、今の吉川中学校の中では入

らないというところで建替えをしていかな

いといけないというところでございます。 

  今回の内容については、いかに今、町の

財政状況をもちろん見ながらですけれども、

子どもたちに寄り添った教育環境をしっか

りと整えるというところで、非常に少ない

金額の中で最大の効果を得ようという形に

しております。これまでも小中一貫の部分

として、１小１中から教育委員会の方々も

議論を重ね、デメリットをいわゆる最小化

にする内容として提案させていただいてい

る内容で今現在決定しておりますので、２

小２中が再度見直しするときというのは、

複式学級が２つ以上出てきたときに、再度

見直していくというところのポイントも決

めながら、今現在進めているところでござ

いますので、住民投票の場合は、こちら、

こちらという形で２小２中ではなくて、財

政状況も踏まえた状況のものも説明が必要

でございますけれども、それは十分意に介

しているというところでございますので、

住民投票の考え方はもちろんございません。 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  結局、リスクとして複式学級が２つでき

たらって、西地域でそんなこと言わないで
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しょ。そのリスクがずっとあるんですよ、

残す限り。こっちには。それを補うために

は、どんどん定住化施策を打たないといけ

ないのに、来年度の予算を見ても何もない

じゃないですか。それが問題なんですよ。 

  定住化施策なんて、やりました、明日か

ら人が増えますじゃないんですよ。時間が

かかるんですよ。だから、それをどんどん

出してくださいって。それを聞いてみんな

が期待できる、これはすごいなってなった

ら、誰も文句は言いませんよ。これなら人

が増えるよねって。ですから、積極的に定

住化施策、令和４年度はほぼないんですけ

ど、それを出していただきたいと思います。 

  次に、高齢者のネット利用率について、

情報発信のほうに行かせていただきます。 

  コロナのワクチン接種のときも、結構ネ

ットから受け付けている方が多いというこ

とを言われていました。ただ、私が聞いた

中では、ネットを使える人に十何名の方が

お願いしていると、使えないから。そうい

った状況があるんですね。十何人ですよ。

何人かおられたんです。１人の方は３人分

はやりましたとか。そういう状況があるん

です。ネットで予約した方が多いから、高

齢者はネットを使えるという判断にはなっ

てはいけないですよね。そしたら、定期的

にネットを使うどうこうというものを調査

しないといけないと思いますけど、そこら

辺はどうお考えですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  豊能町としまして、町内における高齢者

のネット利用率の調査をしたことは今まで

ございません。ちなみに、総務省が行って

おります通信利用動向調査というものがご

ざいます。それによりますと、令和２年の

調査で、５９歳以下の方については９０％

を上回る利用率がございますが、６０歳～

６９歳は８2.７％、７０歳～７９歳は５9.

６％、８０歳以上になりますと２5.６％と

いうことになっております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはりこれから何かにつけて、いろんな

ところでホームページで発信していますっ

ておっしゃるんですよ。そうしたら、ネッ

トを使っていない人は情報を受け取れない

ということですよね。まちづくり創造課の

いろんなプランを聞いていても、何かスマ

ホを使える人を前提にした講習が行われて

いる。やはり豊能町の超高齢化、大阪府で

も最も高齢化が進んでいるまちなんだから、

同じようにしてちゃだめですよね。 

  そしたら今、仙波部長がおっしゃったよ

うに、２５％しかネットを使われない超高

齢化の人たちに、いかに情報を伝えるのか、

それは豊能町独自の方法になりますよね。

そういったことを考える必要が出てくると

思いますが、いかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  情報発信につきましては、正確な情報を

確実に伝えることが重要であると考えてお

ります。最近は、ちまたではＩＣＴ利用が

主流となっておりますけれども、情報発信

本来の目的を達成するためには、ＩＣＴだ

けに特化するのではなく、例えば、広報誌

でありますとか、自治会の回覧板なども、

引き続き積極的に利用していくということ

が効果的であると考えております。今後も、

そういった多様な方法で情報提供をしてき

たいと考えております。 



 

 3－34 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ここでつながるのが防災無線なんです。

やはり情報発信で、当然たんぽぽメールと

かいろいろおっしゃってますけど、そうい

うのが使えない人、特に気にしているのは、

もうすぐガラケーが使えなくなりますよね。

使えなくなったときに、高齢者の人たちが

改めてスマホに切り替えるかといったら、

すごくハードルが高いと思うんです。だか

ら、そのときのためにどういうことを考え

ていくのか。仙波部長がおっしゃったのは、

既にあるツールですよね、回覧板であった

り。そうじゃなくて、豊能町独自で高齢化

のスマホを使わない人たちへの情報伝達手

段というものが何かないのかなというのを

考えるのが、非常に有効ではないかと思っ

て聞いているんです。 

  その１つで、防災無線というのがありま

すよね。でも、無線というのが聞こえない。

それだったら、戸別受信機という方法があ

るのかなというふうには思っているんです

よ。戸別受信機を高齢化の情報を受けと取

る手段がなかなかないという人たちには配

付していくというのも、施策の１つになる

のかなと思うんですけれども、いかがです

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  防災無線につきましては、確かに災害時

の緊急情報を伝えるいろんな情報伝達手段、

当然テレビでありますとか、ラジオやネッ

トも含めまして、いろんな情報手段の１つ

として、災害時の情報を伝える手段として

現在も活用しているところでございます。 

  そういった、防災行政無線を通常のと申

し上げますか、ほかの情報伝達手段に使え

るかということにつきましては、例えば現

在も、自治会のほうでそういった行事であ

るとか、訓練等にも使っていただいている

ところでございます。そういった面も含め

まして、防災行政無線につきましても、そ

ういった情報伝達の手段としては考えてい

きたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  いや、考えてほしいんですけど、聞こえ

ないからどうするのかということなんです

よ。聞こえない人が結構いはるんで、だか

ら、そのために戸別受信機なりを配付する

とかいうことが一つの具体的なものになる

んじゃないですかということを聞いている

ので、答弁をお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

  戸別受信機につきましては、現在のとこ

ろ、要援護者の方と、いわゆるレッドゾー

ン、イエローゾーンに対象の方に現在お配

りさせていただいております。 

  先ほどから申し上げております財政面も

ありまして、住民の方、例えば御希望者の

方全員にお配りできるかどうかにつきまし

ては、費用対効果であるとか、今後の財政

面も含めて考えていかなければならないの

ではないかと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  別に全額町が負担しなくても、住民の皆

さんにも一部負担してもらうような形でも

良いと思うんです。そういった方法もある

かなと思うので、ぜひ検討してください。 

  時間がないので、６月議会に向けた問題
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提起として考えておいてもらいたいです。

「おでかけくん」ですね、交通手段。未来

に向けてまた計画を立てるということを先

ほど答弁されてましたけど、やはり今困っ

ている人がいる、今できることと、未来に

向けてできることというのは、分けて考え

る必要があるんですね。 

  今できることとしては、今すぐ活用でき

るのは「おでかけくん」がありますよね、

そういったものを広げていく、枚数を増や

す、今、要介護認定を受けている人しか使

えないけれども、それを拡大していくとい

うことが今、一番手っ取り早い方法かと思

うので、そういったところの検討をぜひと

もお願いして、私の質問を終わりたいと思

います。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、永並 啓議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は、

午後１時といたします。 

（午後０時０５分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  こんにちは。日本共産党の高尾靖子でご

ざいます。 

  議長から御指名を受けましたので、３月

議会一般質問をさせていただきます。 

  大きく３点質問させていただきますが、

まず最初に、新型コロナ感染から住民の命

と暮らしを守る緊急の取組をということで

質問させていただきます。 

  １つ目は、コロナ感染が最悪です。３月

１９日、世界各国直近４週間の死者が多い

上位１６カ国中、日本は７位です。府のコ

ロナ感染死者数は第６波を迎えた中で、重

症者・死者数が全国ワースト１です。本町

の感染者は、今年に入って１月から先日ま

でで５４８人になっております。府のコロ

ナ感染情報では、１８日現在、自宅療養は

３万3,０２８人、入院・療養・調整中が１

万6,３５８人、死者数は4,４８９人に上っ

ております。 

  毎日感染者数、重症者数が報道されてお

りますが、死亡者が報道されていることも

全国では多く出ておりますが、大阪府も、

先ほど言いましたが、多く出ております。

豊能町は大丈夫なんでしょうか。午前中で

は、自宅療養者が７３名と聞いております

が、本町の状況はどうなのか、お伺いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  昨日、３月２１日をもちまして、大阪府

のまん延防止等重点措置が解除されており

ます。 

  しかしながら、新規陽性者数は減少傾向

にあるものの、感染力の高いＢＡ・２系統

への置き換わりが進むことや年度替わりの

時期を迎え、今後、普段会わない方との接

触の機会が増えることから、引き続き感染

防止対策を徹底する必要があり、本日から

４月２４日までの間を、年度替わりの集中

警戒期間としまして、府民等への要請がな

されております。 

  また、新型コロナの大阪府の病床運用率

等に関しましてですが、大阪府によります

と、昨日時点での重症患者用の病床は、実

際に運用されている病床が３９４床、入院

されている方は１６４人で、運用率は４1.

６％と高い数字となっております。また、

軽傷・中等症の患者用の病床は、実際に運
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用されている病床が3,４０９床、入院され

ている方は1,８８２人で、運用率は５5.

２％となっております。 

  なお、大阪府によりますと、重症患者用

の病床には軽傷・中等症の患者が、基礎疾

患や別の病気の症状が重いため入院してい

たり、設備が整っている軽傷・中等症患者

用の病床には、そういった重症の患者が入

院しているケースがあるということで、運

用率はこうしたケースを踏まえたものとな

っております。 

  一方、無症状の人などが療養するために

利用するホテルなどの宿泊療養施設は、実

際に運用されている部屋9,6００室。実際に

宿泊療養者の方は1,7３８人で、運用率は１

８.１％となっております。 

  本町のコロナウイルス感染症に関する現

状につきましては、感染が確認された方の

数については、大阪府の公表によりますと、

昨日現在で退院、介助の方も含めまして７

５１人とされております。第６波の影響に

より、本町では、先月は１日に新規感染者

数が２０人を超える日もありましたが、こ

こ数日は１０人を下回る状況であり、徐々

に減少傾向となってきておりますが、府の

対策本部によりますと、いまだ医療が非常

に逼迫している状況にあるということでご

ざいます。 

  実際のところ、大勢の方が町内でも感染

されておりまして、自宅療養されている方

の数につきまして、保健所のほうからいた

だいておるので把握できておるところなん

ですけれども、入院されている方やホテル

で療養されている方の内容や内訳につきま

しては、個人情報の厳格に管理する観点か

ら大阪府より知らされておりませんので、

把握しておりませんというような状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  詳しく報告いただきましたけれども、実

際、大阪府の対策が遅れたために、死者が

全国ワーストという状況が生まれているの

は本当に残念でございます。 

  国は、社会保障抑制政策を推し進める中

で、大阪保険医協会では、病床削減、人員

不足に陥ることになったと言っております。

検査体制は不十分なままで、治療薬も確立

されていない、また、第６波のさなかに濃

厚接触者の自宅待機日数が短縮される変更

が重なって、保健所の電話対応が大変、ま

た、現場は危機感を募らせているというこ

とを聞いております。 

  ２１日を期限に、まん延防止等重点措置

が解除となりましたが、本町のコロナ感染

者、自宅待機者への対応は、保健所から聞

いておられるわけですけれども、どのよう

な対応をされているのかお聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  本町の自宅待機されている方への支援に

つきましては、社会福祉協議会を通しまし

て、食料の配布サービス及び日用生活品、

幼児の方のおむつ等とか、防災の備蓄品を

活用いたしまして、そういったものを届け

るというようなサービスはしております。

ただ、これもこちらからプッシュ型ではな

く、また申し出ていただいたらするという

ような形を取らざるを得なく、また、実際

には入院されている方等は保健所のほうで

対応いただくことになります。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 
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○１１番（高尾靖子君） 

  こちらは池田保健所を通じて、重症者が

どれだけいらっしゃるのかよく分かりませ

んけれども、配食サービスの取組をしてい

ると聞いているんですが、現在、豊能町は

そのような対応を受けているのかどうか、

それは分かりますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  府の実施しております配食サービスにつ

きましては、お問い合わせがありましたら

御紹介はしているところでありますし、社

会福祉協議会がホームページで紹介してい

ただいておりますので、実際にこれを御利

用された方というのも聞いております。前

に聞いた段階ではまだお一人しかいらっし

ゃらなかったんですけれども、そういった

ものの利用はあると聞いております。ただ、

府の実施しておりますそういった配食サー

ビスの利用者の数は、こちらでは把握して

おりません。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  コロナのこの問題は、個人情報というこ

とで、なかなか隣近所のことも分からない

ような状況になっておるんですけれども、

重症者、また、自宅待機で重症化するとい

うところについては、そういう状況に陥ら

ないようにしっかりと対応していると言え

るのかどうか、その点を確認したいんです

が、分かりますか。 

○議長（管野英美子君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後１時１１分 休憩） 

（午後１時１１分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  町におきましては、そういった対応の状

況については把握しておりません。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  どこに行ってもなかなか教えてもらえな

いという状況で、本当に危機感を感じてお

ります。いろいろ今、言いましたことの手

続が必要なんですけれども、生活用品の支

援パックというのは、午前中にもおっしゃ

っておりますけれども、ごみ袋やティッシ

ュペーパー、トイレットペーパー、使い捨

ての手袋、こういうものが本当に必要にな

ってくる、買い物には出たらいけない、そ

ういう感染する場合の状況があるというこ

とで、そういうようなことも言われている

中で、やはり自宅待機というのは病院にも

行けないということなので、そこのところ

は、保健所のほうからの指導があったとし

ても、豊能町として十分な手だてができる

のかなというふうに思うんですけれども、

そういう医療関係については、開業医さん

を通じてやっているというのか、かかりつ

け医のほうに連絡してかかっておられると

いうことなのか、そういうことも把握され

ていないんですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  感染者に対します対応につきましては、

それぞれ医療機関のほうで行っていただい

ております。こちらのほうでそういった対

応について御相談というのは、今のところ

伺っていないという状況でございます。 
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○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  死者も全国ワーストの大阪ですので、こ

れ以上はそういうコロナの犠牲者といいま

すか、本当にしっかりと療養できる対応が

できないようなことでは、人の命を本当に

大事にしていないということでありますの

で、そこのところは何とか把握できるよう

な状況をつくり出していただくように、保

健所を通じて、また大阪府にも言っていた

だきたいと思います。 

  次に行きます。 

  このような状況を要望するために、私は

ずっと無料でＰＣＲ検査を行うように町長

にもお伝えしてまいりましたけれども、府

の事業として始まっているＰＣＲ検査は、

現物が不足しているとも言われていますけ

れども、医療従事者、学校関係、住民のコ

ロナ感染の早期発見と予防につながる抗原

検査キット、そしてＰＣＲ検査の拡充を求

めますけれども、この点のお考えをお聞き

いたしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  議員がおっしゃるように、ＰＣＲ検査等

の無料検査事業につきましては、大阪府よ

り実施されております。対象となる方は、

感染症状はないが感染の不安がある方や無

症状であり新型コロナ療養期間中、または

直近１０日間に陽性者と接触していない場

合に、府が指定した医療機関や薬局等で無

料で抗原検査やＰＣＲ検査を受けることが

できるものでございます。 

  この事業は、感染拡大傾向時の一般検査

事業としまして、新型インフルエンザ等対

策特別措置法第２４条に基づきまして、都

道府県知事の要請により行うものでござい

ますので、大阪府が実施すべき事業に当た

ります。したがいまして、町でこういった

事業を行う考えは、今のところございませ

ん。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  豊能町は、発熱外来ではＰＣＲ検査を実

施しているということでございますが、

国・府任せではなくて、無症状者の町独自

の早期発見、保護、隔離、治療、感染源と

感染者を減らす対策が重要なんです。同時

に、かかりつけ医の紹介でＰＣＲ検査を受

けたい場合は無料で受けられる体制を取る

など、感染防止対策を強めることが重要な

んじゃないでしょうか。豊能町におきまし

ても、今は２人、５人というような状況に

はなりましたけれども、これから春休み、

また５月の連休などで大きく感染者が出る

というようなことも言われております。そ

ういう中で、やはりこういう予防をすると

いうことが一番肝心なのではないでしょう

か。 

  インフルエンザでも予防注射をするのと

同じで、コロナ感染も、期間は短いと言え

ども感染がすごく早い、そういうところで

の豊能町としての取組、安心安全に命を守

るための暮らし保障のＰＣＲ検査、どうぞ

進めていっていただきたいんですけれども、

町長、いかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ＰＣＲ検査につきましては、大阪府と連

携を取って進めてさせていただいています。

今現在は、先ほどもございましたとおり、

無症状というところまではできておりませ
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んけれども、感染の不安のある方々に関し

て積極的なＰＣＲ検査ができると。今後、

第６波になったときというのがどういう状

況になるかは、また大阪府としっかり連携

させていただきながら進めさせていただき

たいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  第７波じゃないですか。今が第６波なの

で。 

○町長（塩川恒敏君） 

  失礼いたしました。第７波です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  これからの第７波が豊能町から出ないぐ

らい防止できる、そういうような形をぜひ

取ってもらいたい。豊能町では安心して暮

らせるなと言えるような状況をつくり出し

ていただきたいと思うんです。今は無料で

しておりますけれども、いつまで続くのか

も分からないような状況です。薬がないと

か、足らないとかいうようなことも言われ

ておりますので、その点での状況をよく見

ていただき、府にはきちっと養生できるよ

うな形を取って、要求していっていただき

たいと思います。 

  次に、児童生徒のコロナ感染が相次いで、

学年、学級閉鎖がこの間ありました。学校

現場は、新型コロナ対策とタブレットやオ

ンライン授業等で多忙化する教職員にイン

ターネットなんかでアンケートを取ってお

りますが、実施の回答が１２２人という回

答がありまして、７4.６％、こういうのを

アンケートで取られています。教職員の増

員対策８3.６％という回答もあります。忙

しい中で感染予防にＰＣＲ検査等の、子ど

もが安心して学び、教員が安心して働ける

よう、現場の意見に即してどのような措置

を講じているのかについてお伺いいたしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  今年入りまして、１月２０日頃から学校

での児童生徒の感染が相次いでおります。

先週は、光風台小学校の卒業式も延期する

ということになっております。しかし、延

期はしましたけれども、少し落ち着いてき

たかなというふうなことは思っております。 

  学校での感染対策については、文科省や

大阪府の感染マニュアル、本庁コロナ対策

本部の協議事項に基づいて学校に周知して、

保護者宛てにも通知しております。 

  学校現場の意見に即しての措置というこ

とですけれども、学校現場は確かに先生の

人数はそれほど多くなく大変ですので、も

し陽性者等が発生しましたら、事務局職員

が学校現場に駆けつけて、一緒に濃厚接触

者を判断したり、また、学校内のトイレな

どの消毒につきましても、シルバー人材セ

ンターの協力を得て学校に入っております。

また、空気清浄機の購入とか消毒用アルコ

ール等の消耗品の購入等、学校の希望に応

じて行っております。また、健康増進課と

連携しまして、教職員のワクチン接種につ

きましても、町内外在住にかかわらず行っ

ておるというところでございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  ここのところは大事だと思いますので、

教育委員会も大変だと思うんですけれども、

学校の先生の現場としては、本当に子ども

の指導とＰＣＲ検査等に関わるいろんな安

全対策、そういうところに気を遣わなけれ
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ばならないような状況で、今アンケート調

査でも言いましたような状況がありますの

で、その点、十分学校のほうと話し合いな

がら安全対策を取っていただきたいと思い

ます。 

  次に、教育問題の保幼少中一貫校のこと

で質問いたします。 

  吉川中学校改修工事の事前調査で、壁面

塗料に含まれたアスベストの検出により、

工事方法の再検討、安全な学習の場を確保

等が求められますけれども、今後の計画は

どうなっているのか、お聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  基本設計の途中におきまして、壁面の建

材にアスベストが含有しているということ

が分かりました。これにつきましては、安

全に除去しながら工事を進められるよう、

また、学習環境に影響を与えることがない

よう、工事スケジュールや工事内容の変更

も含めて検討を行っております。令和８年

に義務教育学校を開校できるよう作業を進

めておりますので、変更内容がある程度定

まりましたら、改めて場を設け、御説明さ

せていただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  こういう途中でアスベストが出るような

事態があったということでは、当然工事に

関わるときにこういうものが出るんじゃな

いかということでの、国からの事前調査を

するということで見つかったというふうに

思いますけれども、ぜひともこれが安全に

除去されるように十分注意していただくよ

うに、工事関係者にも指導していただきた

いと思います。 

  次に、切れ目のない学びと育みに向けて、

安全学習の場所の確保と同時に、環境の充

実を求めるということで伺うわけですけれ

ども、切れ目のないということは、この壁

面にアスベストが出た、そうすると、この

場所では勉強ができないんじゃないかとい

う危機感があるわけなんですけれども、そ

の点についての、安全な学習の場所の確保

というところでお聞きしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  アスベストが出たということで、その場

所での学習の継続ということなんですけれ

ども、確かに議員がおっしゃるとおり、教

育委員会のほうでも安全に配慮してするこ

とが大切だと思っております。当然、アス

ベストを安全に除去する手だてはするんで

すけれども、もう一歩踏み込んだ対策につ

きましては、先ほど申しましたように、改

めて御説明させていただきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  まだ安全に学習できる場所というのは、

決定されていないということですね。確認

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  場所ですけれども、教育委員会のほうで

は案を持っておりますが、その場所につい

ては改めて説明させていただくということ
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でお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  では、強要いたしません。ぜひ安全な場

所を、子どもたちが本当に楽しく通える場

所を確保していただきたいと思います。 

  次に、吉川中学校の改修の際、地球温暖

化の要因である化石燃料依存を減らすため

に、脱炭素と再生エネルギーはずっと言わ

れておりますけれども、この抜本的な普及

が今は言われております。魅力ある教育環

境を推進するため、太陽光パネルの設置を

求めますけれども、そのお考えはいかがで

しょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  太陽光パネルの設置の件ですけれども、

以前、議員のほうから御質問いただいてお

りました。学校施設への太陽光発電の導入

は、教育の教材としての活用や二酸化炭素

の排出削減による地球温暖化対策、ほかに

も電気代の削減や非常用電源としての活用

ができるなど、様々なメリットがあります。 

  しかし、吉川中学校への設備導入を考え

た場合、幾つかの問題がありまして、採算

性や地球温暖化対策への有効性を考えた場

合、学校施設において外壁の高断熱化や高

効率照明などの省エネ、太陽光発電の導入

によって、学校の年間エネルギー使用数を

ゼロにするためには、太陽光発電設備５０

～１００ワットを設置することが有効と文

科省のほうでは言っております。 

  この規模の設備を設置するための費用を

捻出することが財政的に非常に厳しいこと

もありますが、吉川中学校については、設

備を設置するために発生する荷重の増加等

の影響に対して、施設の耐久性に問題があ

り、つまり、構造上、設置は少し難しいと

いうふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  残念です。せっかくしっかりと耐久性の

ある学校に改修するということであれば、

やはりその辺しっかりとした、そういうこ

とにも持ちこたえられるようなことができ

ないのかどうか、構造上は建築の技術では

大丈夫だと思うんですけれども、そこまで

はもう考えないということをおっしゃって

いるのかどうか、確認いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  現在、基本設計をしているんですけれど

も、体育館の改修で、荷重が多くなるとし

んどいと、地震等の影響もあると非常に難

しいということです。そしてまた、有効な

電力を確保しようとしますと1,０００万円

ほどかかります。それに加えて、体育館の

耐震構造等、荷重に耐えられるものにしよ

うとするともっと費用がかかってきますの

で、現在は太陽光パネルの設置については

考えておりません。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  今後の先進的な学校ということで、少し

でも電力の改善、ＳＤＧｓということも言

われている中で、やはりこういう新たに発

足するときにこそできるものだと思います

ので、文部科学省などとも機会があればぜ

ひ話をしていただいて、設置できるような

方向をつくっていただきたいと思います。 
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  次に、東西の学校給食は、変更せず自校

方式を実施すべきと思いますけれども、雇

用の場、防災対策からも必須なことじゃな

いかと思いますが、そのお考えはいかがで

しょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  給食を自校方式ということですけれども、

学校給食については、これまでも説明して

おりますとおり、令和８年の義務教育学校

開校の際には、西地区で一括調理し、東地

区へ運ぶ親子方式での提供を考えておりま

す。 

  雇用の場の考えにつきましては、議員の

言われるとおりですが、やはり両校に設置

する費用を考えると、現在の町財政の状況

では、少しでも負担を少なくすべきである

と考えております。 

  防災対策で給食室を利用することにつき

ましては、家庭科室もありますので、ある

程度代替えできるのではと考えております。 

  整備費やその後の設備の維持管理やラン

ニングコスト等の財政負担が少ないこと、

また、東地区へ短時間で配送でき、東地区

の学校でも温かい給食の提供が可能であり、

東西での給食の差は出ないと考えておりま

すので、吉川中学校で一括して給食を作り、

東に運びたいというふうに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  ここの東西というところで、やはりそう

いう個別の給食室を確保することが普通じ

ゃないかと思うんです。文部科学省は、こ

の設置については駄目というような、２つ

も要らないというような、そういう考え方

があるのかどうか、それは確認されており

ますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  給食室を東西に２つ造ることは、駄目と

いうことはないと思います。ただ、東で造

る場合にも、あと8,０００万円から１億円

の費用がかかります。こういうこともあり

まして、経費節減の面からも、西地区に１

か所の給食調理施設を設置するのがふさわ

しいと、近隣の市におきましても、給食セ

ンターというのがあって、各市内の学校に

運んでおりますけれども、吉川中学校に給

食センターのようなものがあって、それを

東に運ぶというふうな形になるかと考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  豊能町にとっては、２小２中という一貫

校が新たに進められるわけなんですけれど

も、これは本当に大事なことであって、何

もかもが何かできませんというような話に

なっているように思うんですけれども、こ

れも地域の地産地消を大事にしていくとい

う観点からも、やはり重要なことだと思う

んです。 

  東能勢小学校の給食室は現在使われてお

りますが、老朽化ということが言われてお

りますが、全くこの先、令和８年までもた

なくて無理な状況なのか、それにきちっと

していくためには、また1,０００万円かか

かという状況があるのか、そういうことを

考えておられたのか、計画にはなかったの

か、お聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 
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○こども未来部長（八木一史君） 

  東能勢小学校の給食室ですけれども、そ

こから持ち出して運ぶということも考えて

おります。これにつきましては、平成２０

年、２１年ぐらいから中学校の給食を検討

する際にも考えておりまして、プラットフ

ォームの設置や、給食室が坂道の途中にあ

りますので、その辺が非常に積み込むのが

難しいとか、改修費がかかるということか

ら、当時断念した経緯があります。 

  今回も同様のことですけれども、東能勢

小学校の給食室を改修するには、大分古く

なっておりまして経費もかかるので、そこ

からの持ち出しは難しいかなというふうに

考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  財政難と言われましたら、もうどうしよ

うもないんですけれども、まちづくりがや

はり遅れてきたという、人口増の、そうい

う政策的にも遅れてきたということが、一

つあるのかなというふうにも思うんですけ

れども、やはり私はずっと、給食は自校方

式で東西にということを求めておきたいと

思います。その改善のために何らかできる

ようであれば、ぜひとも考えていただきた

いというふうに思います。 

  次に、第１駐車場でのテニスコート計画

は中止になりました。昨年の議会で、あの

場所は東ときわ台の開発時に、水を集中さ

せる場であると指摘してきたところでござ

います。近年、多く見られる豪雨の危険を

避けるのは当然でありますが、テニスコー

トの検討については、場所的には計画をさ

れているのか、どこか設置場所はあるのか

どうかお聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  テニスコートの設置場所ですけれども、

第１駐車場が難しいということになってお

ります。 

  テニスコートの位置につきましては、学

校の考え方を聞き、調整していますが、現

在のところ、吉川中学校敷地内での整備を

検討しております。敷地面積の件もあるん

ですけれども、現在想定している面積です

が、現在のテニスコートのところと職員駐

車場、あれが前期用のグラウンドになりま

すので、今のグラウンドと併せて１万1,８

６９平米のグラウンドを取ることになりま

す。小学校１年生から６年生、また中学生

のグラウンドの法的必要面積が6,７９０平

米ですので、グラウンド内にテニスコート

を造りましても、面積的には十分足りると。

実際に私もメジャーを持って測りに行きま

して、取れるかなというふうには思ってお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  敷地内でできるということを確認された

ということですね。それは良かったと思い

ます。子どもたちが校外に出て活動すると

いうことは、授業中など危険なこともある

と思いますので、その方向でできたという

ことは本当に良かったと思います。 

  次に、東地域の町立認定こども園のふた

ば園がありますけれども、西地域にも認定

こども園を建てるという話でございますが、

これは町立で、ふたば園と同じような、格

差のない状況が保たれるのかどうか、その

点についてお聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 
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○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  東地区の現在あるこども園との格差とい

うことですけれども、現在のふたば園との

格差が生じないように行っていきたいと考

えております。公立でやる場合は当然です

けれども、仮に民間法人に運営を委ねるこ

とになりましても、保護者、運営法人、町

で３者協議会を設立しまして、これまで町

が培ってきた保育・教育を継承していくこ

とを進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  子どもたちが本当に安心して幼児期の教

育ができるように、やはり民間が豊能町に

少子化でなかなかよう来ない、途中で逃避

されるというようなところも他市ではあり

ました。そういうことがないように、ぜひ

良い環境ができるように頑張っていただき

たいと思います。 

  次にいきます。災害対策のまちづくりに

ついてでございます。 

  昨年１２月議会で、防災は事前チェック

が重要であり、まちの災害対策を質問して

きました。答弁では、大阪大学や清水建設

と防災点検保全に取り組んでいくというよ

うな答弁をしていただいておりますが、そ

の後の進捗状況はどうなのかお尋ねいたし

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  現在、大阪大学、清水建設株式会社とで、

本町と今後の自然災害に対応するために、

まずは今年度と来年度の２カ年なんですが、

育成型ということで競争の場形成支援プロ

グラム、未来型知的インフラ発信拠点とい

う、国の補助のメニューなんですが、それ

に取組を開始したというところです。 

  具体的には、本町で発生しましたが、光

風台６丁目災害、緑地災害ですね、それを

踏まえまして、木代の戸知山のほうで、今

月の３月１４日から実証実験の擁壁とのり

面を今、現在施工しているところです。 

  本格的な実験については、４月からにな

りますけれども、土砂災害等の自然災害リ

スクを見える化するというために、新技術

になってくるんですけれども、超長寿命化

のセンサーを開発しまして、インフラ維持

管理システムを構築していこうと考えてお

ります。なお、こういう屋外型の土砂災害

等の自然災害リスクを実験するような取組

なんですが、全国では初めてではないかな

と思っております。 

  なお、このインフラ維持管理システムで

すけれども、住民に対して情報提供を行え

るシステムを構築するという取組というこ

とで、今年１１月に育成型の取組が国のほ

うで審査されて承認されると、さらに１０

年間の本格型へ移行することになります。

そうなると、令和１５年３月末まで延長す

るということになりますので、そうなると

国からの補助金もさらに活用できていきま

すので、より充実した実証実験が今後可能

になるのではないかと考えております。 

  本町としては、引き続き競争の場の取組

として、大阪大学、清水建設株式会社と連

携しながら、今後の自然災害に対応するた

めの新技術の、前提としたらインフラ維持

管理の体制、管理システム、そういったも

のを構築していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 
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○１１番（高尾靖子君） 

  画期的なことだなと思います。豊能町に

とって本当にリスクのないことが大きく求

められるところでございますけれども、実

際これが、国も国土強靭化ということで進

められておる中の一環かなと思いますが、

豊能町にとって実際安全が確認されて、ま

た、１０年間の本格的に実験ができて補助

金も頂けるということでの豊能町としての

安全な対策、これができるようにぜひ先進

的に頑張っていただきたいというふうに思

います。また、これが進められれば、どの

ような状況なのか途中で御説明などをいた

だきたいと思います。 

  次に、今、気候危機の下、脱炭素、省エ

ネ、再生可能エネルギーが待ったなしです。

２０５０年にＣＯ₂排出実質ゼロを宣言した

大阪の自治体は、昨年１２月の環境調査で

１府１４市３町（熊取、太子、能勢）、ク

リーンなまちへ豊能町も宣言のお考えはあ

りませんか。町長にお尋ねいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  ２０５０年にＣＯ₂排出ゼロの宣言という

ことですけれども、低炭素社会形成に向け

た取組を実現していく中で、住民の皆さん

と共に取り組むためにも、宣言の重要性は

十分認識しております。 

  本町におけるゼロカーボンへの取組とし

ましては、従来より、森林等の整備による

環境保全や地域新電力会社から電力供給を

受けていることなどがございます。また、

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ

く地球温暖化対策実行計画を策定しており、

これは、町民・事業者・行政がそれぞれの

役割と責任をもって温室効果ガスの削減と

気候変動への適用に取り組むとともに、各

主体が連携・協力した取組を進めることに

より、持続可能な社会の実現を目指してい

くための行動計画です。 

  現在、この計画が見直しの時期を迎えて

いることから、この見直しに合わせて宣言

できるよう、検討を進めてまいりたいと考

えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  ぜひ宣言できる整備をしていっていただ

きたいと思います。やはりこの豊能町は、

そういうところでもクリーンなまちとして

頑張って進めていっていただきたいと思い

ます。 

  次に、エネルギーの地産地消で、住む人、

来る人へのまちづくりを目指して全力を挙

げるまちに、充電スポットの設置をお願い

してきましたけれども、その点、能勢町で

も設置されましたが、御答弁をお願いした

いと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  一般社団法人日本自動車販売協会連合会

によりますと、令和３年中の販売台数、乗

用車につきましては、新車販売対数約２４

０万台。それに対しまして、ＥＶ車とプラ

グインハイブリッド車、いわゆる充電を必

要とする車の台数は約４万4,０００台とい

うところで、乗用車全体の約1.８％にとど

まっている状況でございます。 

  充電スポットにつきましては、以前も申

し上げましたが、設置費用及び年間の維持

費もかかっておりますため、今後の国の動

きを見極めながら、町の財政状況等を鑑み

まして対応してまいりたいと考えておりま

す。 
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○議長（管野英美子君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は、午後２時といたします。 

（午後１時５０分 休憩） 

（午後２時００分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  こんにちは。議長より御指名いただきま

したので、一般質問を始めさせていただき

ます。 

  まずは財政についてですけれども、先週

に予算特別委員会が開かれまして、令和４

年度の予算審議が行われました。今回、コ

ロナの創生交付金等があり、予算としては

その分増えたりもしているんですが、現実

的には基金を取り崩しながらの予算編成と

なり、大変厳しい予算編成となっておりま

す。 

  予算については明後日の本議会のほうで

また審議されるとは思うんですけれども、

今回は、平成２８年から令和２年までの過

去５年間の決算報告書を基に質問させてい

ただきたいと思います。 

  過去５年間で、町税については１億3,５

００万円の減収ということになっておりま

す。もちろん町税が減収であるということ

ですので、一般財源も、そして自主財源に

ついても減少傾向にあり、自己財源比率に

ついては約４５％前後となっております。

交付税措置があり、今の町財政が成り立っ

ているところが大いにあるということです

ので、現状の交付税について、いろんな基

準があるのであまり細かいことはここでは

お話ししませんけれども、需要額と収入額

の差額というところで交付税措置がされて

いるわけですけれども、人口の減少や補正

係数が変わったりということによっては、

交付税も一気に下がる可能性が出てくると

いうことも考えると、現状、交付税を当て

にした形の財政ではとてもやっていけない

ということがどこかで出てくる可能性があ

ると考えます。 

  また、予算を編成する上で、今も言った

とおりの状況の中で、新規事業を開始する

ことがなかなか難しい状況が今後も続いて

いくのかなという、何かをやめていかない

と新しいことはできないという形ですので、

今後も難しいかなと思います。 

  ただ、最低限必要な歳出を確保した中で

の予算編成になると、どうしても出ていく

ほうより入ってくるほうでカバーしていか

ないと、今後なかなか難しいことも出てく

るかと思いますので、豊能町として、歳出

が抑えられないのであれば、歳入を増やす

方法を模索していかないと駄目だと思いま

すけれども、現在、歳入を増やすために何

をしているのか、もしくは、ここ何年かで

どういったことをしているのかお伺いしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  議員おっしゃいましたとおり、まず町収

入の根幹であります町税につきましては、

毎年減少している状況でございます。本町

の現状から申し上げますと、現在、即効性

のある歳入の増加策というのはない状況で

あります。 

  現在、私どもが行っている歳入を増やす

努力というのは、まず、事業を行うに際し

ましては、国や府及びほかの団体も含めま

して、そういった補助金の確保をする、例
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えばふるさと寄附金を増やす、あるいは、

起債を借りるんですけれども、起債を借り

る場合につきましては、少しでも交付税措

置のあるもの、有利な借入れを行うなどの

作業を行いまして、最終的に交付税が少し

でも確保できるような形で努力をしている

ところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  歳入を増やす方法というのは、ほかにも

いろいろとあるとは思うんですけれども、

私ちょっといろいろ調べてこさせてもらい

ました。 

  もちろん一番理想なのは、生産年齢人口

といいますか、労働人口が増えること、も

しくは企業誘致というところが一番の理想

だと思うんですけれども、なかなか今はそ

の状態は厳しいところであります。ですの

で、それ以外というところで今、町の税収

の中で、毎年出ております不納欠損、もし

くは収入未済額、この部分というのは、特

に不納欠損の場合は回収できなくて欠損扱

いになっているということですので、即歳

入から外れてしまうところになります。で

すので、そこを出さないようにすることが

まず大事であります。もちろん未済額につ

いても、できるだけ徴収するというところ

が必要だと思うんですけれども、過去５年

間の状況を見ると、大体不納欠損で平均す

ると５年間で２００万円程度、未済額につ

いては、繰越しをされている部分もありま

すので毎年という考え方ではないのと、ど

こかで回収してしまうとそこでなくなって

しまう可能性もありますが、今現状、全体

で4,０００万円が豊能町の中であるという

ことですので、ここの部分の徴収を増やす

という努力がまず必要なのかなと思います。

その辺についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  まず、不納欠損を減らしていくというお

話ですけれども、不納欠損になる主な理由

としましては、生活が突然立ち行かなくな

って税金を払う元手がなくなってしまう、

あるいは、行方不明になってしまわれると

か、それから、会社等の倒産といったもの

が主な原因に挙げられます。もちろん徹底

的な財産調査を実施しているわけですけれ

ども、それでも、やはりどうしても財産が

見つからない場合は、やむを得ず執行停止

という処分を取りまして、数年間様子を見

た後、最終的には不納欠損というような形

になっております。そうならないように財

産調査等を行い、適宜差押え等を行うなど

して対応しておるところでございます 

  収入未済額の件につきましては、同じよ

うにやはり督促、それから、催告等で年度

内納付というのを徹底して進めておるとい

うようなところでございます。ただ、１０

０％というのはなかなか難しいところでご

ざいまして、今は９７％か９８％ぐらいの

数字は確保しているんですけれども、でき

るだけ滞納繰越にならないような努力は続

けておるところでございます。 

  税収を増やすということはなかなか難し

いんですけれども、できるだけ納付しやす

い環境というのをつくることも大事なとこ

ろでございまして、例えばコンビニ納付で

あったり、ＰａｙＰａｙとか、そういうよ

うなものでの支払いを可能にするとか、で

きるだけ簡単に納付できる環境をつくると

いうのも、滞納繰越を減らす１つかと考え、

そういった対策も講じておるところでござ

います。 

○議長（管野英美子君） 
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  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  おっしゃるように、そういった事情で出

てくる場合もありますが、時効が３年、５

年、その内容にもよりますけれども。時効

によって欠損が出てくる場合、時効の延長

というのもできると思うんです。ですので、

そういったことでできるだけ回収できるよ

うな努力もしていかないと、昨年であれば

５５０万円出てるわけじゃないですか。近

年でいうとかなり大きい金額が出ておりま

すので、もちろんコロナ等いろんなことが

あったのかもしれないですけれども、そう

いった部分でできるだけ回収できる方法を

考えていただけたらと思います。 

  さらに、大きいところではそこになって

くるのと、ふるさと寄附金については後で

別に質問させていただこうと思っています

が、もちろん府や国からの補助金はもちろ

んですけれども、先ほど永並議員からもあ

った、ごみの有料化の2,０００万円の件も

ありますし、豊能町ではなかなか難しいと

は思いますけれども、ネーミングライツで

あったりとか、公共施設の料金改定であっ

たり、駐車場等の無料を有料にするとか、

もちろん住民サービスが悪くなっていく状

況の税収をあまり増やすことが本当に良い

のかどうかというところは検討しないと駄

目だとは思いますけれども、そういう方法

もあるということは考えていかないと、今

後、住民サービスがと言いながら税収がお

ぼつかなくて、結局住民のためになってい

ないのであれば、その辺、どこをどうする

のかというのはもう少し考えていかないと

駄目なのかなとは思います。 

  また、税外収入としまして、簡易的なも

のだと、これはそんな大した金額にはなら

ないと思いますけれども、ホームページの

バナー広告、役所で使う封筒広告、そうい

ったもので少しですけれども。例えばバナ

ーでも、豊能町のホームページの閲覧数が

どれぐらいあるのか分からないので金額設

定は難しいかもしれませんが、１バナー月

１万円として、一番下に５バナーぐらいを

載せたとして５万円だと年間６０万円とか、

そういった部分も含めて、やはり何かで収

入を得る形を考えていかないと、なかなか

今後難しいと思います。ほかいろいろ見て

いたんですが、面白いところだと、小学校

の学校給食の献立表は必ず配られるので、

そこに広告を載せるとか、豊能町はエレベ

ーターがありますけれども、エレベーター

の中に広告を載せるとか、道路に面した窓

に広告をとか、いろんなことをいろんなと

ころでされているので、やっぱり豊能町に

は豊能町独自のやり方で何かそういう収入

を増やす方法を考えて、もう少しやってい

っていただければなと思います。これは要

望です。 

  ほかに、今回の予算にもちょっと載って

ましたけれども、クラウドファンディング

であったり、ガバメントクラウドファンデ

ィングについても、歳入とは言えないかも

しれないですけど、歳出を減らす方法とし

て考えられるので、例えば、あるところで

は案内板を設置するのに、通常のクラウド

ファンディングで寄附していただいた方に

案内板の後ろに名前を入れますとか、そう

いう簡単な形でも実際していただいて、看

板の設置ができているという実績もありま

すし、そういった方法もあると思うので、

本当にいろいろ考えて、やはり今までみた

いに税収があって、それだけでやっていけ

る状況にはないので、税収を増やす方法、

もしくは税外収入でも増やす方法をもっと

考えていく必要があるのかなと思います。 

  ふるさと寄附についてですが、例年ふる

さと寄附については予算計上されているん
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ですけれども、ここ５年間でふるさと寄附

が平均2,０００万円を切ってるくらいの寄

附しかないんですよね。ふるさと寄附につ

いては、寄附していただいた金額に対して、

実際にはそこに返礼品であったり、広告費

であったり、その他もろもろ経費がかかり

ますので、実際には約半分ぐらいが実際の

金額になってきますので約1,０００万円程

度。そこから、これは細かい話になります

けれども、豊能町の住民さんがほかのとこ

ろにふるさと納税された分というのが豊能

町の減収になるんですけれども、国のほう

からは交付税措置がされておりまして、減

収分に対する７５％は交付税で返ってくる

形にはなってるんですけど、７５％という

ことは２５％はマイナスなんですよね。そ

の分を差し引くと、実質５００万円程度し

か寄附金額がないんですよ。それも、毎年2,

０００万円程度で増えるような推移がない

んですけれども、これについてどういった

形の活動をされているのかお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  ふるさと納税は、ふるさとなどの自治体

に寄附をした場合に個人住民税、所得税か

ら控除されることで、本来納税すべき自治

体に納税したと同じ効果を生む制度だと認

識しております。 

  今、御質問のＰＲ方法等につきましては、

町のホームページ、またふるさと納税の専

門ポータルサイトの「さとふる」、「ふる

さとチョイス」、「楽天」への掲載、そし

て、幅を広げるという意味で、令和２年度

からは「ふるなび」も追加いたしまして、

ＰＲ効果を図っていくことをしております。 

  また、返礼品の充実で変わってくるよう

なこともございますので、引き続き本町の

魅力を広くＰＲしながら、より多くの方に

豊能町のファンやサポーターになってもら

えるような、積極的な返礼品等を考えてい

くということに取り組んでまいりたいと考

えております。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ふるさと納税については、総務省のホー

ムページにいろいろな資料が載っておりま

して、その中に、まず近年の適用実績とい

うことで、平成２５年から始まりまして令

和元年までのデータがあるんですけれども、

平成２５年度は寄附金額約１３０億円に対

して、令和元年で4,５７６億円、もう全然

金額が変わって、これは令和元年なので、

２年、３年、まだまだこれからも増えてく

る金額だと思うんです。このふるさと納税

のシステム自体が、本当は応援したいとこ

ろに寄附をするということから始まったん

ですけれども、カタログチョイス的な感じ

になってしまっているのが少し残念なとこ

ろではあるんですが、現実そういう状況に

なっている以上、その状況を踏まえた上で、

この豊能町としてどうしていくかを考えて

いく必要があると思います。 

  今言った総務省のホームページの中で、

細かい数字が入ったデータというのも一緒

にアップされていまして、その中から、平

成２９年だったか、３０年だったかからの

データがあるんですが、本町で今2,０００

万円ということなので、大体同じぐらいの

金額の寄附から始まって、増額している市

町村というのを見ていくと、かなりたくさ

んあるんですよね。中身まではちょっと確

認はしていないんですが、そういったとこ

ろの市町村に直接、例えばどういうことを

して増やしていったのかということを聞い

たりとか、そういったことを今後していく
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予定というのはないんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  池田議員もおっしゃったとおり、いろい

ろな角度からこの取組については進めてい

かないといけないなということは重々承知

しております。 

  ふるさと納税の返礼品についても、杉材

使用のステップツールですとか、ランドセ

ルリメイク商品ですとか、イノシシのお肉、

この辺りが非常に人気がありますので、ほ

かにも何かできるものがないかというもの

も考えていかないといけないと思っており

ますし、全体的には６９点あるんですけれ

ども、イベント的なものが非常にうちの町

は少ない、イベントの参加をしていただけ

るような返礼品というのも、もしかすると

今後作っていくと、豊能町のほうに来てい

ただける方も増やしていける、魅力を発信

できるという部分でも考えていかないとい

けないなと、このように考えております。 

  また、企業版ふるさと納税をいただく仕

組みが令和２年１１月にできているんです

けれども、こちらはＰＲ不足で、企業から

のふるさと納税というのを今はいただいて

いない状態ですので、こちらについても次

年度は取組を進めていきたいと考えており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  何か質問をしたりすると、よく「近隣で」

とかいう話があるので、ちょっと近隣で調

べてきたんですけれども、近くで亀岡市が

平成３０年６億円ぐらいの金額が令和２年

で２３億円、これもいろいろ努力をされた

結果だと思うんです。すぐ近くですし。 

  ふるさと納税のルールの中で、いろいろ

あるんですけど、返礼品は３割以内とか、

必要経費は５割以内とかっていう以外に、

返礼品に関しても、その地区内にあまりそ

ういう返礼品として見合うものがない場合

は、近隣のものを返礼品として使用するこ

とも可能、絶対できるというわけではない

ですけれども、可能であるということもル

ール上にあるので、そういったことを考え

れば、近隣でそういうふうにされているの

であれば、同じことを真似するという意味

じゃなくて、何かそういうことからもいろ

いろ考えていく必要があるのかなと思いま

す。 

  これから始まっている形で、１年ありま

すので、この１年の間にいろんな努力をし

ていただいて、来年、再来年とだんだん増

えていくような形でいろいろしていただけ

ればなと思います。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  放課後事業についてなんですけれども、

現在、西地区、東地区、「学び舎」という

形で中学生が週１回、約２時間ほど勉強す

る場所を設けられていると思いますけれど

も、それを今後、小学生にまで拡大してい

く予定というのはないんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  池田議員がお尋ねの、放課後事業等につ

きまして御答弁申し上げます。 

  現在、今お話がありました中学校で行っ

ております放課後事業「学び舎」は、中間

テストとか、期末テストを前に生徒から要

望があり、場所の提供だけでなく、教職員

が指導を行うようになったもので、年間３

０回～４０回行っておるものでございます。

次に、小学校のほうでは、放課後の居場所
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づくりとして、大阪府の補助を受け、「わ

くわく教室」という広場事業を行っており

ます。 

  ただし、小中学校とも新型コロナウイル

ス感染拡大防止対応で実施している回数は、

今年度は予定より少なくなっております。 

  お尋ねになった、今後、小学校のほうに

というようなお話ですが、令和４年４月に

発足いたします学校運営協議会の中で、子

どもたちの放課後の居場所づくりや土曜日

の過ごし方などについて、これまでの活動

をより発展させ、支援していくか熟議をし

ていただくなど、そのような予定をしてお

り、次年度検討していただく課題の１つと

して、準備会の中で私のほうから今、検討

をお願いしておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  教育長は、能勢についてもそうですし、

箕面についてもそうですけれども、そうい

った放課後事業等について関わってこられ

ていると思いますし、いろいろ御存じだと

思いますので、ここの部分に関しては、例

えば能勢のほうの話になりますけれども、

能勢であれば、こういったふうな要綱等を

作られて、小学校に関しては週３回、中学

生に関しては、ちょっと今はなかなか難し

いみたいですけど週１回、中学生に関して

は塾が入ってこられていて、塾の方がやら

れているみたいなところがあるみたいです

けど、そういったものもされていますし、

豊能町の場合は町内に塾をされている方が

おられたり、近隣で塾に通う場所が近いと

は言い難いですけど、送迎しながらで行け

るような場所があることもあるので、なか

なかそこまではというところもありますが、

いろんなことを考えて、今後、やはり子ど

もたちがもう少し勉強する環境を整えてあ

げるのが必要であると思いますので、今後

そういった分もお願いしていきたいと思い

ます。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  ホームページ等についてお伺いいたしま

す。インターネットというものが１９９０

年半ばから多くの方に使われ始めて、今現

在では当たり前の時代になってきておりま

す。全員とは言いませんけど、約１人に１

台スマホを持っているような、そんな時代

になってきておりますので、インターネッ

トを使ったウェブサイト等のネットサーフ

ィン、ってあまり最近は言わないですけど、

簡単にできる状況にはなっていると思うん

ですけれども、豊能町ももちろんホームペ

ージを作成されておりますけれども、３月

に新しくページを更新されておりますが、

大体どれぐらいの閲覧数があるのか統計は

取られているのでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  今、手持ち資料として閲覧数の数を持っ

ているのが、年間としてしかお答えするこ

とができませんが、令和３年１月～１２月

までの１年間の実績を見ますと、トップペ

ージで４５万5,８７６件となっております。

その内訳としましては、パソコンで御覧い

ただいている方が３５万2,３９１件、スマ

ホで御覧になっている方が１０万3,４１９

件、ガラケーを用いて御覧いただいている

方が６６件となっております。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  これはかなり古いデータなので、今の値

には当たらないかもしれませんけれども、

１カ月に１回程度住民の中の１割～２割の
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人はホームページを訪れると言われて「い

ました」と言ったほうがいいのかもしれな

いですね。ということは、今、豊能町の住

民が約１万9,０００人として、その２割と

して3,８００人掛ける１年ということにな

りますので、その人数分は住民である可能

性があると、ちょっと今掛け算ができない

のであれですけど。残りの４５万人からそ

の分を引いた分が、外から来られて見られ

ている可能性が高いということになるのか、

もしくは、この統計を取られたのも、あく

までも、こうやったら外から中からという

のを分けることはなかなか難しいので、ホ

ームページ上の中のページの階段というか、

トップページから次のページ、次のページ

と進んでいって、深い層まで行くにつれて

大体住民しか見ないという考え方から、そ

ういったデータをかつて取られたところが

あって、そういう参考データということな

んですけど、それから考えても、かなり豊

能町以外の方からも見ていただいていると

思うんですよね。 

  にもかかわらずなんですけど、豊能町の

ホームページの全体的な更新が遅い、内容

的なものもそうですし、何かしますという

のも案内が遅い、全体的にそういった更新

が遅いと思うんですけれども、その辺はど

うなっているのでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  ホームページに掲載するページの管理と

いうのは、各所属長のほうにお任せしてい

る現状がありまして、開催する会議ですと

か、あと、所管する部署が異なるため、案

内のタイミングはばらつきがあるというこ

とは事実でございます。御案内が直前にな

っていたというような御指摘もございまし

たので、そういうこともあったということ

はこちらのほうでも認めております。 

  情報の管理につきましては、管理基準を

定めて運用しているところなんですけれど

も、御質問の、掲載の期間の管理のルール

化というのはできていない状態であります

ので、今後は関係課と調整に検討してまい

りたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  更新等、町長のページもちょっといいか

げん更新していただかないと、選挙の後の

挨拶のままになっておりますし、ほかにも

いろんなところが、アップされていない情

報もまだまだ多分あると思うんですよね。

ですので、やはり情報を発信するべきもの

ですので、そういったものをできるだけ早

く正確に更新していただけるようにお願い

します。 

  その中に、イベントカレンダーというの

があるんですけど、これは自治会の町政報

告会か何かのときに、町長さんからいろん

な話の中で、町の情報を外に発信していく

に当たって、いろんなイベントを豊能町の

ホームページに載せていきますよというお

話を大分以前に聞かせていただいていまし

て、その後も見てるんですけど、イベント

カレンダーに載っているのが、図書館の情

報とユーベルホールの情報が少しだけで、

ほかの町内でのイベント等はほとんど載っ

ていない状態です。例えば、最近であれば、

花嫁行列とかもしてたと思うんですけど、

多分載ってなかったと思うんです。その後

の高山でのイベントも載ってなかったと思

います。年明け、例えば「とんど」も両方

でされてましたけれども、そういうのも載

ってなかった。 

  そういった地域でいろんなことをされて
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いる、コロナ禍でなかなか今はちょっとで

きないことも多いので、されていないこと

も多々ありますけど、実際されている部分

もあるので、そういった部分というのはき

っちりともう少し載せていただいて、地域

住民だけじゃなくて、外から、ここでこん

なことをしているんだって来てもらえると

いうことも大事ですので、その辺をもう少

し頻繁にというか、いろんな情報をいろん

なところから集めてアップしていただけれ

ばなと思いますが、その辺はどうでしょう

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  現在、イベントカレンダーの活用方法に

ついては、掲載する情報の内容が適正なペ

ージ管理の観点から、町が主体的に発信す

る情報としては、町が共催講演する事業で

すとか、自治会、または豊能町社会教育関

係団体として登録されている団体などに限

定しているというのが現状でございます。 

  全体的にいろいろな町の魅力を発信する

ためのイベントカレンダーにしていこうと

思いますと、この辺りも考えていかないと

いけないと考えておりますので、町内で議

論して検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ホームページもですけれども、あと、今

はもうホームページだけじゃなくて、いろ

んなＳＮＳを使われてますけれども、豊能

町のホームページを見ていただくと、下の

ほうに、ＳＮＳもクリックすると開くよう

なページが一緒につけられていますけれど

も、豊能町としてのＳＮＳ、フェイスブッ

クとかではなくて、あくまで豊能ベースな

んですよね。インターネット等で「豊能町」

で調べると、「とよのん」は引っかかって

くるけれども、とよのんが豊能町のゆるキ

ャラだって知らない人にとっては、豊能町

では引っかからない。やはり豊能町として

豊能町の情報を発信するんであれば、「豊

能町」というので検索が引っかかるような

フェイスブックのページ作成も必要かなと

思うんです。 

  さらに、今、町長個人のフェイスブック

で町の情報をいろいろと発信されていると

思うんですけれども、やはりそれも、もち

ろん町長がしていただくのはすごくありが

たいことだと思うんですけど、例えば箕面

市であれば、「市長のページ」という形で

のフェイスブックのページがあり、市長用

のいろんな情報発信する部分であったりと

か、各市町村によっていろんな情報の発信

の仕方があると思いますけれども、やはり

個人ではなくて、町のページとして作成す

る必要があるのかなと思うんですけれども、

ＳＮＳ等についてどういうふうにお考えな

のかをお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  現在は、今議員がおっしゃいました、豊

能町のイメージキャラクターである「とよ

のん」に特化した公式アカウントによるフ

ェイスブック、それから、令和３年度から

はインスタグラムも活用しまして、イベン

トを中心としたまちの魅力の情報発信に努

めております。今のところ、フォロワー数

は約1,０００人と多くはない状況ではあり

ますが、さらに利用してもらえるように引

き続き周知に努め、ＳＮＳを活用して住民

が欲しい情報を確実に届けるという、ＳＮ
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Ｓの利点を活かした効果的な情報発信と利

便性の向上を図っていきたいと思っており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今、豊能町にあるフェイスブックも、イ

ンスタもそうなんですけど、インスタにつ

いてもイベント情報をただアップされてい

るような感じになっているんですよね。ユ

ーベルホールで何々がされますとか。そう

ではなくて、豊能町の良いところを外に発

信していくのであれば、そこではなくて、

こういう景色がきれいですよとか、ここで

お食事されるとこういう料理ですよとか、

そういった部分が必要だと思うので、ちょ

っと情報の発信の仕方が少し違うのかなと

私は思います。 

  ですので、そういった使い分けですよね。

今って、ホームページに直接来る率より、

ＳＮＳを見る率のほうが高い。ＳＮＳを見

たときに興味のある方が、その先のホーム

ページに来るというイメージを多分持って

もらったほうが良いと思います。 

  ですので、ＳＮＳの情報発信が弱ければ、

ホームページで何を見るわけでもなく、ま

た、ＳＮＳ自身も更新の頻度が、ユーチュ

ーブチャンネルも下のほうに載ってるんで

すけど、半年前から止まっているんですよ。

なので、フェイスブックとかはちょこちょ

こアップはされてますけど、ただ、それも

イベント情報みたいなのをちょこちょこと

載せてるだけなので、もう少し発信する中

身の精度を上げていかないと、登録はして

いただいているかもしれないですけど、誰

もそのうち見なくなる、登録数だけがあっ

ても実際の閲覧数が全くない状況になって

いくと思うので、やはりその辺も中身をも

う少し考えてアップしていく必要があるの

かなと思います。 

  アピールする上では、何をコンセプトに

して、シティプロモーションの、どういう

プロモーションをしていくかということを

ベースに中をアップしていかないと、ただ

ただイベント情報の発信といったものでは、

誰も飽きてきて見てくれないということに

なると思いますので、その辺はもう少し精

度を上げていただければなと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員のおっしゃいますことを真摯に受け

止めまして、努めていきたいと思います。 

  ただ一つ御紹介しますと、地域のイベン

トなどの地域魅力の発信としましては、

「トヨノノＰＯＲＴＡＬ」において、トヨ

ノノレポーターがリアルな視点で町の魅力

を発信していく、そのような取組をしてお

ります。こちらについては、閲覧数が月平

均３万5,０００回ございまして、季節の良

い地域の風景ですとか、ひまわりのときも

そうでした、豊能町へ行ってみたいなと思

われるような気候のときには、月６万回も

アクセスがございましたので、こちらにつ

いては今後も充実させて取り組んでまいり

たいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  「トヨノノＰＯＲＴＡＬ」についてでも

ですけど、トヨノノレポーターさんがいろ

いろ投稿していただいているんですけれど

も、これもいろんなところで話が出ている

と思うんですが、レポーターさんの人数に

対しての投稿されている人数が少ないとい

うことが上げられていると思うんですよね。

ですので、もちろん上げていただいている
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方がおられて、それだけの閲覧数があると

いうことはすごくありがたいことではあり

ますけれども、やはり１人の視点ではなく

て、いろんな方のいろんな視点からいろん

な情報を発信するんであれば、もう少し皆

さんにいろんな発信の方法を知っていただ

くことが、そこの部分に関しても必要かな

と思います。こちらのほうは、お願いで終

わりにさせていただきます。 

  最後ですけれども、以前から一般質問で

ちょこちょことされてますけれども、豊能

町にも町歌というのがありまして、基本的

に町のイベントでしか使われないことから

考えると、豊能町では成人式でかかるくら

いかなと思うんですよね。これをもう少し

住民の方等に知ってもらえるような環境を

整えることができないのかなと思うんです

けれども、その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  豊能町歌につきましては、ほかの町政施

行に合わせまして、町章であるとか、町民

憲章、町のシンボルは制定したんですけれ

ども、町歌については明確な規定がないの

が現状でございます。しかし、町歌は町民

が共有して活用できる財産であることには

違いはございません。現在のところは、議

員おっしゃるとおり、成人式のみでしか聞

くことができない状況なんですけれども、

今後またほかの行事も含めまして検討する

必要があると考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  調べるところによると、以前は豊能町で

も、役所の中で流されていたというお話も

聞きました。現在、近隣でどうされている

のか聞いたところ、やはり同じような感じ

で町でのイベントで流すだけなので、住民

もあまり知らないかなみたいな話もありま

すし、池田市であれば、必ず午前８時４５

分に鳴りますと、市歌は必ず流れますと、

さらに、市長の挨拶等があるときには、必

ずその前に市歌が流れてから市長の挨拶が

始まりますというお話を聞きました。 

  ですので、何らかの方法でもう少し住民

さんが知っていただける環境を整えていた

だければなと思いますので、今後、「とよ

の未来科」もつくることですし、これは覚

えてほしいじゃなくて、豊能町にこんな歌

があるんですよということを子どもに知っ

てもらえる環境をということで教えていた

だけないかなと思いますので。 

○議長（管野英美子君） 

  最後に答弁を。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  町歌について、「とよの未来科」で教え

てはどうかという御提案、ありがとうござ

います。 

 「とよの未来科」は、令和２年度に策定い

たしました、豊能町保幼少中一貫教育グラ

ンドデザインで示しています、目指す子ど

も像、豊能町に誇りを持ち、自信を持って

社会を生き抜く子の育成・実現に向けて、

令和５年度より創設いたします教科です。

まちの自然、里山のすばらしさや歴史にま

つわる宝物に学んだり、人々の暮らしや産

業、人権、そして、これからの豊能町のこ

とを地域の方々と話し合ったり、提言した

りする教科でございます。 

  御提案の町歌につきましては、これまで

小中学校の教育活動の中では指導をしてお

りませんでしたが、御指摘の「とよの未来

科」の中で取組を進めてまいります。 

  以上、御答弁とさせていただきます。 
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○議長（管野英美子君） 

  以上で、池田忠史議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。 

  再開は午後３時といたします。 

（午後２時５２分 休憩） 

（午後３時００分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  皆様、こんにちは。 

  議長より御指名いただきましたので、７

番・公明党、永谷幸弘の一般質問を通告の

とおりさせていただきます。 

  本日最後の質問となります。疲れも大変

出ていると思いますけれども、理事者側に

おかれましては、町民の暮らしの向上や安

心安全のまちづくりのための積極的な、ま

た具体的な答弁をよろしくお願い申し上げ

ます。 

  それではまず、通告書１点目の３歳６か

月児健診の視力検査に屈折検査の導入につ

いて、質問いたします。 

  子どもの視力は生まれてから６歳ぐらい

まで発達していきますけれども、この間に

目に異常がございますと、物を見極める能

力が十分に育たない、弱視のままになるお

それがございますが、早期に発見して治療

すれば、回復が期待できると言われており

ます。日本眼科医会会長のコメントになり

ますけれども、視力発達のポイントは、眼

球だけでなく脳が関与する、そして物を見

るための目から脳の視覚中枢に至る経路の

働きは、生後６年ほどまでに成長を確立し、

感受性が高いこの時期に、物の像をきちん

と見る能力、視力を獲得する刺激になると、

このように言われております。つまり、豊

能町でございましたら、３歳６か月児健診

の時期から、それぞれの原因を治療できれ

ばですね、視覚の発達を促すことができる

わけでございます。 

  一方で、６歳ぐらいの発達のリミットま

でに治療の機会を逃しますと、そこからの

回復が難しくなりまして、成人後まで影響

することになると言われております。人生

１００年時代においては、視力は生涯の財

産であります。 

  昨年１２月の一般質問で、初めて乳幼児

健診の視力検査に屈折検査導入の必要性を

訴えさせていただきました。町長からは、

厚労省から補助金要領も出てきております

ので、その内容を精査させていただき、前

向きに検討しますとの答弁をいただいてお

ります。 

  そこでまず、町のですね、現在の進捗状

況について、伺いたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  昨年の１２月定例会議におきまして、３

歳６か月児健診の視力検査における屈折検

査の導入について、御要望をいただきまし

た。その後、大阪府にて実施しております

７市の実施状況につきまして、詳しく調べ

ましたところ、機器を購入された実態とい

たしましては９０万円から２４０万円、レ

ンタルやリースで実施しているところは月

２万円台から年間４５万円と、様々な価格

帯で実施されておられるということが分か

りました。また、検査機器を扱う専門職も、

看護師、保健師、視能訓練士を中心に、複

数人であったり単独であったりと、実施方

法についても様々なことが確認できており

ます。 

  補助金制度につきましては、国より令和
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４年度から新規事業として、母子保健対策

強化事業のメニューとして、各種検診に必

要な備品の整備ですね、これが屈折検査機

器等も入っております。また、大阪府より

連絡がありまして、この補助事業につきま

しては、上限額は未定ですが、補助率が国

が２分の１、市町村が２分の１というもの

でございます。また、大阪府の単独補助事

業としまして、定額３０万円の上乗せ補助

が示されておるということでございます。 

  また、前回もお答えいたしましたとおり、

３歳６か月健診における目の屈折や斜視な

どの眼用屈折検査機器、これはフォトスク

リーナーと呼ばれるものですが、これを用

いて視力検査の屈折検査を実施することに

より、お子様の弱視を発見し、治療につな

げる重要な機会とされており、屈折検査を

併用すれば弱視の発見率が上がるというこ

とも理解してございます。 

  財政状況が厳しい中ではございますが、

現在示されている補助制度をうまく活用し

て、実施ができるかどうか、さらに検討し

てまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  先ほどるる説明ございまして、繰り返し

になりますけれども、話の中でですね、厚

労省母子保健対策関係、令和４年度予算案、

この概要におきましても、成育基本法等を

踏まえた母子保健医療対策の推進の中でで

すね、これは新規項目となりますけれども、

母子保健対策強化事業において、母子保健

に関する記録の電子化及び各種健診に必要

な備品、ここの中には屈折検査機器等と明

確に書かれております。その整備など、地

域の実情に応じた母子保健対策の強化を図

るための事業を創設すると、はっきりとこ

こで明記されております。 

  また、大阪府令和４年度当初予算につき

ましてもですね、暮らしを支えるセーフテ

ィネットの充実において、新規項目として、

弱視児早期発見に向けた屈折検査導入支援

事業3,０００万円が計上されております。

つまり、３歳児健診において、弱視の見逃

し防止に有用な屈折検査を推進するため、

市町村に対し検査導入費用を支援するわけ

でございます。補助額、先ほど部長から話

がございましたけれども、検査機器を新規

または追加で導入して検査を実施する場合、

１つの検査会場当たり定額３０万円、また

補助経費としましてね、検査場所、半暗室

等の確保、整備、検査員の確保、養成、そ

の他必要経費も盛り込まれております。 

  このことから、この制度をですね、活用

して、１日も早く屈折検査体制を私は構築

すべきであると考えますけれども、また推

し進めていくことが大事かなと思いますけ

れども、本町としての、先ほど答弁ござい

ましたが、もう少し前向きにですね、本町

としての導入時期をいつ頃を考えているの

か、再度お伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  導入時期についてですが、先ほど申し上

げました補助制度につきましては、時限的

なものということが確認できておりまして、

導入するとしましたら、こういった補助制

度の活用が不可欠というふうに考えており

ます。したがいまして、可能な限り早急に

導入できるよう、前向きに検討してまいり

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 
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○７番（永谷幸弘君） 

  はい、ありがとうございます。 

  この制度がですね、あるうちにしっかり

と活用してですね、早期に検査体制を構築

することが、行政の責務であると考えてお

りますけれども、最後に町長の御見解を伺

いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今まで永谷議員のほうからお教えいただ

いて、早期発見、そして早期治療というの

が本当に子どもさんにとって重要なもので

あるというところで、今回、厚労省のほう

からも、それから大阪府からも示されまし

たので、早期に検討してまいりたいと思い

ます。日程はまだちょっと申し上げられま

せんけれども、早期に検討して、導入に進

めていきたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  それでは、素早い対応をお願いいたしま

して、次の質問に移ります。 

  次に、通告書２点目のヤングケアラーの

実態について、質問いたします。 

  これは、国のほうとかですね、府議会等

もそうですけれども、ヤングケアラーにつ

いて様々な質問をされております。あまり

知らない名前なんですけれども、ヤングケ

アラーとは正式な定義はないそうですが、

日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェ

クトによりますと、家族にケアを要する人

がいる場合に、大人が担うケア、責任を引

き受け、家事や家族の世話、介護、感情面

のサポートを行っている１８歳未満の子ど

もを言います。本人としては頑張っている

と思っていますし、周りの人からも褒めら

れています。そんな子ども自身が悲観的に

思っているというよりは、みんなからです

ね、頼りにされているという状況の子たち

もいるので、ヤングケアラーを探して、そ

の子たちが不幸であるという、そういう意

味合いでは決してございません。 

  ただ、２０１６年に大阪府の高校へ全国

で初めて調査をしたところ、５％の人がヤ

ングケアラーであるということを回答して

いたそうです。しかし、これは来ている人

を対象にしていますので、不登校になって

いたりとか、兄弟の世話をして学校に行く

余裕がない人たちは、ここには含まれてお

りません。 

  また、初めての国のヤングケアラーの実

態調査としましては、２０２０年１２月か

ら２０２１年１月にかけて、公立の中学校1,

０００校と全日制の高校３５０校を抽出し

て、２年生にインターネットでアンケート

を実施し、およそ１万3,０００人から回答

を得ております。その結果、世話をしてい

る家族がいるという生徒の割合は、中学生

が5.７％でおよそ１７人に１人、全日制の

高校生が4.１％でおよそ２４人に１人でご

ざいました。 

  その調査から、具体的にどういう世話を

していたのかというと、世話の内容は食事

の準備とか洗濯などの家事、兄弟の保育園

への送迎、祖父母の介護や見守りなど、多

岐にわたっております。世話にかけている

時間は平日１日の平均で中学生が４時間、

高校生が3.８時間でございました。ただ、

中には７時間以上と答えた生徒もいたそう

でございます。 

  ケアを必要としている人たちは、おじい

ちゃんやおばあちゃんだったり、お母さん

がメンタルでですね、自分が出ていくとリ

ストカットを繰り返すから、そばについて

あげないといけないというような場合もご
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ざいます。また、弟、妹などの世話をお家

で、お母さんがいない間、ずっとしている

子たちもいます。ケアの内容も、家事や感

情面でのサポート、兄弟の世話など、いろ

いろでございます。 

  ヤングケアラーがこうやって、親のこと

や家族のことを思って育っていくというこ

とは、一面的には大きな問題ではないと思

われますけれども、学校の影響としてはで

すね、だんだんとそのことで遅刻をするこ

とが増えたりとか、休む日が増えていった

りとか、学校のことで専念できないので、

宿題を忘れたりとか、自分はお母さんの介

護の話をしているけれども、友達との会話

が合わなくなって、だんだん学校が楽しく

なくなり、友達関係の中で居場所を失って

いく、不登校になっていくパターンが多く

あります。 

  このように、子どもたちが自分が子ども

としての権利を持って生活していくことの

ほかに、親の介護であったりとか、兄弟の

世話をしていることで十分な生活ができな

いということが見えてきております。 

  そこで、まずこの本町の実態について、

伺いたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  実態ということですので、お答えさせて

いただきます。 

  教育委員会ですので、小中学校において

はという話になるんですけれども、現在、

ヤングケアラーとして報告が上がっている

ものはありません。しかし、ヤングケアラ

ーに近い状況で、年少の兄弟姉妹の面倒を

見ていたり、親のほうが支援が必要で、そ

の親のサポートをしていたりする児童生徒

の報告は受けていますが、そのために学校

を長期的に休んだり、学習に遅れが出てい

るような事案の報告はございません。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  ヤングケアラーの支援に向けた国の支援

策といたしまして、大きく４つの支援策が

検討されております。 

  まず１つ目が早期把握ですね。実は、ヤ

ングケアラーは本人にその自覚がなかった

り、家族の問題を知られたくないと思った

りしていることが少なくはございません。

このため、国もまずはヤングケアラーをい

ち早く見つけ、支援につなげることが重要

だと考えております。 

  早期把握のための支援策では、教育関係

者、医療、介護、福祉の関係者、児童委員

や子ども食堂などを対象に、研修を実施し

まして、ヤングケアラーへの理解を深めて

もらおうとしております。 

  具体的には、例えば学校ではですね、学

校を休みがち、忘れ物が多い、宿題ができ

ないことが多いなどの兆候をつかみます。

こうした子どもの状況の背景に、家族の世

話や介護があった場合は、スクールカウン

セラーやソーシャルワーカーと連携し、自

治体が提供する福祉のサービスにつなぐこ

となどが想定されております。 

  また、自治体ごとに地域の実情を把握し

てもらうため、独自に実態調査を行うこと

も推奨していくことにしております。 

  次に、国の支援策２つ目は、相談支援で

ございます。 

  実態調査では、ヤングケアラーの６割以

上が「誰かに相談した経験がない」と答え

ております。このため、家族の世話や介護

を経験した人などが、対面だけでなく、Ｓ
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ＮＳなどオンラインで、相談を受け付ける

取組を進めることにしております。また、

子どもたちの相談に乗るスクールカウンセ

ラーやソーシャルワーカーの配置を支援し

て、相談機能を強化し、福祉サービスのほ

か、民間の学習支援などにつなげていきた

いとしております。 

  続いて３つ目の支援策は、家事・育児支

援でございます。 

  世話をしている家族で最も多かったのは、

中学生、高校生いずれも兄弟でございまし

た。中学生は６1.８％、高校生が４4.３％、

兄弟の世話を始めた時期は小学生の頃から

多く、時間的余裕がないという回答も多く

見られております。 

  また、独り親家族の場合は、見守りのほ

か、家事や保育所への送迎など、担ってい

る役割が大きいことも分かっております。

このため、家庭での家事や育児を支援する

新たなサービスを創設することにしており

ます。 

  最後、国の支援策４つ目は、介護サービ

スの提供でございます。 

  同居する家族に病気や障害があるなどし

て、治療や介護が必要な場合、既に医療や

介護の事業所のスタッフが家庭と関わりを

持っていることがあります。しかし、どの

ようなサービスを利用してもらうか検討す

る際にですね、子どもによる介護を前提と

しているケースがあるという指摘がござい

ました。つまり、在宅で介護をする人がい

るとして、介護サービスを利用する必要が

ないと判断されているおそれがあるわけで

ございます。 

  このため、子どもが主に介護を担ってい

る家庭には、子どもによる介護を前提とせ

ず、在宅向けの介護サービスの提供を十分

に検討するよう、自治体などに周知するこ

とにしております。既にいっているかもし

れませんけれども。 

  支援を進めるに当たって大事なこととし

て、国は、ヤングケアラーの認知度を高め

る取組を進めることにしていますけれども、

その際の注意点として、ヤングケアラーで

あることが悪いことだと受け止められない

ようにすることを挙げております。 

  課題があるのは、子どもたちが家族の世

話や介護をしていることではなく、それが

過酷な負担となって、勉強にですね、支障

を来したり、子どもらしい生活が送れなか

ったりすることでございます。 

  国は令和４年度予算としまして、子育て、

世帯訪問支援臨時特例事業の中で、ヤング

ケアラーの支援として、新規項目ですけれ

ども、ヤングケアラー実態調査研修推進事

業、２つ目も新規項目で、ヤングケアラー

支援体制構築モデル事業、３点目も新規で

ございますが、ヤングケアラー総合ネット

ワーク形成推進事業、４つ目は拡充でござ

いますが、児童虐待防止対策等推進広報啓

発事業、以上新規３項目、拡充１項目を計

上しております。 

  そこで、子どもらしい生活を１日も早く

取り戻すために、早期発見についての本町

の取組について、お伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  早期発見についての取組ということで、

今、いろいろ例を挙げていただきました。

教育委員会として、早期、できることとし

まして、小中学校にはスクールカウンセラ

ーが配置されており、児童生徒が直接相談

することができます。また、気になる児童

生徒を察知した教職員が、生徒指導担当教

職員、スクールカウンセラーやスクールソ
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ーシャルワーカーと連携し、家庭訪問や児

童生徒への指導等、行うことができる体制

づくりができております。 

  保護者に対しては、本町福祉課福祉相談

支援室や町社会福祉会と連携し、情報共有

も状況に応じて行っていますが、今後は関

係機関とつなげるような適切な支援をより

講じる体制も整えていきたいというふうに

考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  今後、国が令和４年度予算として、子育

て世帯訪問支援臨時特例事業の中でですね、

また、府当初予算でも、ヤングケアラーへ

の支援体制強化を図られているわけですか

ら、本町の素早い対応、取組が重要になっ

てきていると思います。 

  そこで、再度、町長の御見解をここでお

伺いしたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  今、御指摘をいただいた内容のもの、真

摯に受けさせていただいて、検討を進めて

まいりたいというように思います。 

  今までは教育委員会のところでスクール

カウンセラー、それからソーシャルワーカ

ー、そういう方々で十分だったというよう

な、十分だったというよりも、そこの中で

努めてたというところですけれども、今回

国のほうの施策が出てまいりましたので、

それらを含めて総合的に判断をして、支援

体制もとっていかなければならないと決意

をしている次第でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  迅速に進めていただくことをお願いいた

しまして、次の質問に移りたいと思います。 

  次に、通告書３点目の帯状疱疹ワクチン

の定期予防接種化と助成について質問いた

します。 

  高齢化の進展に伴いまして、患者数の増

加が確実視されている病気の１つに、帯状

疱疹というのがございます。体の半分側に

できまして、神経痛を伴う水疱がですね、

帯状にできる病気でございます。原因は、

体の中に潜んでいたヘルペスウイルスの１

種、水痘帯状疱疹ウイルスというのがござ

います。水ぼうそうにかかったことのある

人なら、誰でも帯状疱疹になる可能性があ

るということでございます。 

  水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体

内の神経節に沈んでおります。潜伏感染と

言うそうでありますけれども、それは加齢

とか疲労、そしてストレス、現在ではコロ

ナ禍の中で、以前より外出を控える生活が

続いていることが原因の１つと思われる、

そういうストレスなどが引き金となりまし

て、ウイルスに対する免疫力が低下すると、

神経節に潜んでいたウイルスが再び活動を

開始しまして、神経を伝わり、皮膚に到達

し、帯状疱疹として発症します。皮膚に赤

い斑点が現れる数日から１週間ほど前から、

皮膚の違和感、ぴりぴり感などの神経痛が

出てきます。その後、強い痛みを伴いまし

て、体の片側の神経に沿って帯状に赤い斑

点が現れまして、引き続き赤い斑点状に水

ぶくれが表れます。水ぶくれは破れて、た

だれて、かさぶたとなって治ります。 

  幸いなことに、平成２８年の３月、以前

から製造されておりました水痘ワクチンに、

５０歳以上を対象として、帯状疱疹に対す
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る効能が追加され、承認されております。

このワクチンと同等のものが海外でも使用

されておりまして、帯状疱疹の発症率を半

分に減らしたというデータもございます。 

  帯状疱疹が増加傾向にございますけれど

も、帯状疱疹ワクチンがあることを知らな

い人がほとんどでございます。そこで、帯

状疱疹を未然に防ぐために、ワクチンの効

果をどのように考えておられるのか、伺い

たいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  帯状疱疹につきましては、過去に水痘に

罹患した方が、体内に潜伏する水痘帯状疱

疹ウイルスの再燃によって発症する疾患で

ございます。加齢や疲労、ストレスなどが

きっかけとなり、細胞性免疫が低下すると、

発疹が発症しまして、５０歳代以上に発症

することが多いという疾患とされてござい

ます。 

  また、小児の、小さいお子さんの水痘ワ

クチンの定期接種ですね、これが続けられ

ておりまして、そのことにより、当然、水

痘の発症は減っておるところでございます

けれども、その水ぼうそうの自然感染のウ

イルスですね、それの自然感染を受けた成

人が、水痘帯状疱疹ウイルスが再燃し、今

後、帯状疱疹を発症する可能性がますます

高くなると考えているものでございます。 

  したがいまして、議員の御紹介いただい

ておりますワクチンを接種することにつき

ましては、一定そういった症状を防ぐ効果

はあるというふうに考えるところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  帯状疱疹の問題点といいますと、皮膚症

状がなくなっても痛みだけが残りまして、

数か月から数年にわたり激痛に悩まされる

場合が少なくないということでございます。

また、激痛だけでなく、顔がゆがむような

顔面神経麻痺とかですね、また、髄膜炎な

ど、入院が必要となる場合もあるそうでご

ざいます。成人の９０％以上が、この帯状

疱疹の原因ウイルスに感染しておりまして、

誰が発症してもおかしくない状況でござい

ます。 

  ある調査によりますと、帯状疱疹の発症

は５０歳以上に多く、７割以上を占めてお

ります。また、８０歳までに３人に１人が

帯状疱疹を経験すると推定されております。 

  加齢に伴う免疫力の低下は避けられず、

今後の高齢化の上昇を考えますと、何らか

の対策が必要でございます。多くの高齢者

がワクチン接種をすることにより、帯状疱

疹の発症率を低減することができまして、

日常生活に支障を及ぼす激しい痛みに苦し

む方を減らすことができます。 

  そこで、現時点で任意接種となっており

ます帯状疱疹のワクチン接種を、本町とし

ても定期予防接種として位置づけるべきで

あると考えますが、いかがでございましょ

うか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  予防接種の定期接種につきましては、国

において定めることとなっております。こ

のワクチンの効果につきましては、先ほど

お話しさせていただきましたとおりなんで

すけれども、国におきまして、まだこのワ

クチンは定期接種としての位置づけがなさ
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れておらず、いまだ任意接種の位置づけと

されているところでございます。 

  ただ、国におきまして、引き続きこの研

究が進められておりまして、平成２８年か

ら、ワクチン評価に関する委員会におきま

して検討が続けられているというふうに聞

いております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  厚労省で検討がなされていることについ

て、るる説明をいただきました。 

  現状は任意接種ですね。任意接種のため

に、大体１万円から４万円前後の費用がで

すね、必要となっておりまして、これが摂

取への大きなハードルの１つになっており

ます。これが定期接種の対象となれば、費

用の一部に対して地方交付税措置が図られ

まして、高齢者のインフルエンザワクチン

や肺炎球菌ワクチンなどと同じように、個

人のですね、経済的負担が軽減されます。

また、市町村の広報等により、ワクチン接

種に対する認知度が高まることも期待でき

ます。 

  多くの高齢者がワクチン接種をすること

により、帯状疱疹の発症率を低減すること

ができ、日常生活に支障を及ぼす激しい痛

みに苦しむ方を減らすことができます。 

  そこで、改めて、本町独自の帯状疱疹ワ

クチン費用の助成についての考えを伺いた

いと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  帯状疱疹ワクチンにつきましては、接種

による抑制効果は一定認められております。

しかしながら、まだ国による定期接種が認

められていないこと、及び自治体において、

ワクチン接種の費用助成をされているとこ

ろがまだ一部に限られているというふうに

聞いております。 

  したがいまして、本町におきます助成に

ついては、今のところ、考えておらないの

ですけれども、今後は国や他の自治体の状

況を注視してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  今後も国の動向を含めましてですね、十

分に注視していただきたいことをお願いし

まして、次の質問に移ります。 

  それでは次に、通告書４点目の新型コロ

ナウイルス感染症対策として、保幼小中学

校に自動水栓の設置について、質問いたし

ます。 

  新型コロナウイルスの感染防止対策とし

て、小まめに手洗いをすることが、現在推

奨されております。しかし、手で開閉する

蛇口では、手を洗った後にレバーやハンド

ルに触れることになるため、汚れが再付着

してしまい、手洗いの効果が減ってしまい

ます。 

  そこで、本町の保幼小中学校の手洗い場

における感染症対策について、お伺いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  小中学校におきましては、文部科学省や

大阪府から出されております新型コロナウ

イルス感染症に対するマニュアルなどに基
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づき、感染防止対策の一環で、体育の授業

後、また、休み時間や給食前後に手洗い、

うがいを行うよう指導しています。手洗い

場にはポンプ式の石けんを、教室前にはア

ルコール消毒薬を設置し、感染予防対策を

行っております。 

  また、保育所、認定こども園、幼稚園の

手洗いについては、養護教諭などから手洗

いの仕方の指導を受け、石けんでしっかり

洗うことを指導しているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  新型コロナウイルスの感染防止対策とし

てですね、非接触ニーズが高まる中、接触

による感染リスクを防ぐために、各自治体

では自動水栓の設置が進んでおります。児

童や生徒が水道の蛇口を握り、手にウイル

スが付着するリスクを低減させる目的であ

ります。不特定多数の人が使用する手洗い

場の衛生対策に、自動水栓は効果的である

と言われております。 

  さらに、自動水栓を導入することで、衛

生面の向上だけではなく、当然、節水効果

も高まっていきます。石けんで手を洗って

いる間は自動で水が止まり、手洗い後も蛇

口の閉め忘れがなくなります。新型コロナ

ウイルス感染症の対策のため、手洗い回数

も増えてきますので、高い節水効果が期待

できます。 

  そこで、本町の保幼小中学校における自

動水栓の設置状況について、伺いたいと思

います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  本町の自動水栓の設置状況ですけれども、

現在の学校園所で、平成２３年に東能勢小

学校の校舎北棟の１階から３階のトイレを

ドライ化改修した際、手洗いを自動水栓に

しております。また、今年度、東能勢中学

校校舎の１階から３階のトイレをドライ化

改修しており、自動水栓の設置を終えまし

た。その他の学校園所につきましては、現

在、自動水栓は設置しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  今後は全面的に自動水栓を図っていくと

ともに、またその照明のスイッチの自動化

ですね。そういう接触の機会を減らす対策

を講じまして、感染症対策の強化を図って

いくことが重要であると考えております。 

  そこで、園児、児童生徒が安心して過ご

せるよう、手洗い場を自動水栓等に変更す

る計画について、町の見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  手洗い場やまた照明等スイッチの自動化

で衛生面を図ることは大切だと思っており

ます。今後の学校園所における自動水栓設

置予定ですが、義務教育学校として残る吉

川中学校、東能勢中学校のトイレに設置を

予定しております。東能勢中学校校舎につ

いては、本年度もう設置を終えております

が、体育館についても避難所施設として、

不特定多数の方が利用される可能性もある

ことから、令和８年までに設置を行います。

吉川中学校についても同様でございます。 
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  その他の学校園所につきましては、今後

の施設の活用方法の決定や修繕などの必要

が生じた際に、設置を行うか、検討しなけ

ればいけないというふうには考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  １日も早く切替えを行っていただけるよ

う、またそしてね、今以上に子どもたちが

安心して生活できる取組を進めていただく

ことをお願いいたしまして、最後の質問に

移りたいと思います。 

  最後の質問になりますけれども、通告書

５点目の豊能町公式ＬＩＮＥアカウントの

導入について、質問をいたします。 

  総務省が２０２１年８月に情報通信政策

研究所の調査結果として、公式サイトで発

表しておりますけれども、令和２年度情報

通信メディアの利用時間等、情報行動に関

する調査から確認しますと、若年層の利用

率が圧倒的に高く、これが後押しする形で

ＬＩＮＥが一般的なコミュニケーション系

ソーシャルメディアでは最上位につくこと

となっております。 

  年齢、階層別に見ますと、ＬＩＮＥが全

年齢、階層で７割を超えまして、特に１０

代から４０代では９割超えの値を示し、圧

倒的な普及の実情が確認できております。

６０代ですら４分の３強がＬＩＮＥを利用

中とございます。行政サービス向上のため、

またソーシャルメディアを利用した情報発

信をしていくことが、今後のまちづくりに

おいては重要だと考えております。 

  具体的な手段といたしまして、ソーシャ

ルメディアの中で最も利用率が高いＬＩＮ

Ｅアプリを利用することが望ましいと考え

ております。 

  このようなことから、多くの方々にです

ね、利用されているＬＩＮＥを活用して、

豊能町の取組やイベントなどの行政情報の

ほか、災害時の避難や被害に関する緊急情

報、本町の魅力などの情報をより積極的、

効果的に皆様に伝えることを目的に、豊能

町公式ＬＩＮＥアカウントを導入すべきで

あると考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  本町におきましては、これまでホームペ

ージ、たんぽぽメール、豊能公式フェイス

ブックやインスタグラムなどによって、行

政情報をはじめ、防災、防犯、イベント情

報などを発信に努めてきたところでござい

ます。 

  議員おっしゃいますＬＩＮＥなどのプッ

シュ型による情報発信の利点は、適時情報

配信されるため、見落としがなく、情報伝

達力が高い点にあるということは理解して

おります。 

  本町におきましては、現在、ＬＩＮＥで

はありませんが、公民連携でスマートフォ

ンを活用した情報配信アプリの導入を検討

しております。今後、本アプリが完成して

利用していただくことによりまして、防災、

健康、異動、支払い、イベントなどの住民

サービスにつなげられないか、また、住民

への新たな広報手段の確立、住民のニーズ

に応じた利便性の高い情報配信について、

このアプリを使用することで向上していけ

るのではないかと検討しているところでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 
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  予算委員会の中で、スマートシティ構想

という話がございまして、その中にアプリ

の話が出てきました。これ、私、通告書を

出した時点で、この話、正直言って知って

おりません。知っておりませんでしたので、

この通告書を書いたんですけれども、３月

１日の朝刊、日本経済新聞でもこのアプリ

という、このことを部長はおっしゃったと

いうことですか。再度お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員お示しの日経新聞のほうにも掲載さ

れたんですが、これは一般社団法人コンパ

クトスマートシティプラットフォーム協議

会というのを立ち上げました。この中にで

すね、４０社ほどの企業が入っておりまし

て、アプリを使うことで皆さんが生活が充

実し、向上していくだろうということで、

各企業がいろいろなスキルを持ち合わせて

これを作っていこうという取組を今、して

いただいているものでございます。 

  内容につきましては、４月の広報に広報

とよののほうに案内を同配する予定にして

おりまして、こちらのアプリについては、

今後、アプリを使用していただきながら、

住民の皆様から使用感等について意見をい

ただき、完成形を目指す、これをアジャイ

ル方式と言うそうなんですが、この方式を

用いて、協議会の中で作り上げ、完成形を

目指すというところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  このアプリについて、私もよく知らない

ほうなんですけれども、これの年間の維持

費については、どれぐらいかかるのか、も

し答弁できるのであれば、よろしくお願い

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  正直申しまして、詳細はこれからになり

ますが、公民連携の取組でございますので、

民からも費用が入ってまいります。これを

アプリを使うという段階で、豊能町でも予

算の計上を考えていかないといけないとい

うところでありますが、これは公民連携の

取組でありますので、協議会の中でも、民

間も一定の負担を必ずするという方向で進

めていくということは、会議の中ですね、

毎週木曜日に行っております会議の中でも、

企業側からも提案されているところでござ

います。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございます。 

  この新聞では、大きい文字で、「高齢者

アプリで生活時代」と書いてますね。先ほ

どの午前中の議員さんの質問の中でも、高

齢者のスマホを使われる、そういういろい

ろな問題がございますよね。今、講習会な

んかをとられて、スマホの使い方、やって

いますけれども、まだまだ高齢者の方です

ね、スマホを使い切れておりませんので、

これがずっと進むのであればですね、今後

の高齢者に対する講習会については、どの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  議員おっしゃいますとおり、情報の取り

方がいろいろな形で取れるようになってき

ておりますので、情報を取る形がそれぞれ
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格差が出てきております。高齢者につきま

しては、ＳＮＳ等、スマホを使うとかいう

ことが、まだまだ苦手な方のほうが多うご

ざいますので、ここについては、力を注い

でいかないといけないと思っております。 

  １１月からこれまでで、３０回ですね、

スマホ教室というものをさせていただきま

した。定員１５人だったんですけれども、

ほぼ３０回とも１５人、定員いっぱいにな

ったところでございます。 

  その中で、アンケートを取ったところ、

もっとこのような講座を開いてほしいとか、

スマホを使えるような気がしてきたという

ようなアンケートの中身もありましたので、

今後も充実した、こういうような講座は進

めていかなければいけないと、このように

思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  たくさんの方にやっぱりこういうスマー

トシティ関連のですね、アプリが出てきま

すので、使ってほしいのは当然なんです。

今後も講習会を開くということなんですけ

れども、もう年度が始まります。具体的に

もう決まっているかなと私は思うんですけ

れども、今の話では、検討しますという形

の答弁だったんですけれども、決まってま

せんか、もう具体的に。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  次年度に向けてですね、決まっているこ

とといいますと、毎週土曜日と月曜日です

ね、よろず相談室というものを開設してお

りまして、これはオアシスの商店街の本屋

さんの隣ですね。ここを使いまして、高齢

者の方でも誰でもいいんですけれども、ス

マホのことでちょっと分からないこととか

があれば、ここで相談に乗って、それぞれ

悩みとかを解決しましょうという、この取

組については、次年度も進めていく予定に

しております。 

  あと、講座についてなんですが、今回、

３０回進めてきました講座は、全部その協

議会のほうで費用を出していただいており

まして、協議会のほうも、この講座は至急

また続けていかなければいけないだろうと

いう最後のまとめになっているところでご

ざいます。 

  ということで、次年度以降もですね、積

極的にこの協議会が国へお金を取りにいき

たいと、こういうことを申していただいて

おりますので、早急に取っていただければ、

講座は進めていくことができると、このよ

うに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  あとやっぱり町民の皆様にですね、しっ

かりと伝わるような広報ですね、この点に

ついて、ホームページとか広報とよのとか

はございますけれども、特に高齢者の方、

やっぱりこれをしっかり活用していくこと

が大事ですので、どのような広報をされる

か、いつもの答弁になるかもしれませんけ

れども、再度お願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  これまで広報不足というのは、いつも御

指摘いただいているところでございます。

きめ細やかな広報をですね、していかない

といけないなとは思っているんですけれど

も、広報よりも先に口コミで広がってしま

っておりまして、それによる不満というよ
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うなお言葉も頂戴しております。ここはも

う反省している点でございまして、今後は

ですね、迅速に、どういうふうにすれば皆

様に早くお伝えできるかなというのを考え

ながら、進めていかないといけないなと、

これは、猛省しまして、努めていきたいな

と思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  町民の誰もが使いやすいものとなるよう

にですね、切に要望いたしまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で永谷幸弘議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  ここで、総務部長より発言を求められて

おりますので、これを許可します。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  議長よりお許しをいただきましたので、

前回申し上げました答弁の修正をさせてい

ただきます。 

  ３月８日の本会議における総括質疑にお

きまして、永谷議員より第３号議案、豊能

町職員の育児休業等に関する条例改正の件

に関します御質問をいただきました際に、

私の答弁の中で、「本町におきましては、

現在のところ、職員の育児休業に関する目

標を具体的に設定しておりません。」と申

し上げましたが、これは誤りでございまし

て、本町におきましては、豊能町特定事業

主行動計画の中で、令和７年度までに男性

職員５０％、女性職員１００％との目標を

設定しております。令和２年度の状況は、

前回申し上げましたとおり、女性職員につ

きましては対象者２名に対し取得者２名で、

取得率１００％でございましたが、男性職

員につきましては、対象者２名に対し取得

者ゼロ名で、取得率ゼロ％であり、現時点

では目標を達成していないという状況でご

ざいます。 

  大変申し訳ございませんでした。御修正

いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（管野英美子君） 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、３月２３日午前９時３０分より

会議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時４７分 

 



 

 3－69 

本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 



 

 3－70 

  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １０番 

 

        同   １１番 

 

 

 

 

 


